
一　

は
じ
め
に

二　

北
宋
代
曹
洞
宗
（
北
宋
神
宗
朝
か
ら
徽
宗
朝
ま
で
）
の
動
静
に
つ
い
て

三　

お
わ
り
に
…
…
（
以
上
本
号
）

　

※　

大
洪
山
第
四
代
目
丹
霞
德
淳
、
第
七
代
目
淨
厳
守
遂
禅
師
に
つ
い
て
（
以
下
次
号
）

　

一　

は
じ
め
に

　

二　

北
宋
末
南
宋
初
期
曹
洞
宗
（
北
宋
哲
宗
朝
か
ら
南
宋
高
宗
朝
ま
で
）
の
動
静
に
つ
い
て

　

三　

お
わ
り
に

　

※　

大
洪
山
第
六
代
目
慧
照
慶
預
禅
師
、
明
州
中
興
天
童
宏
智
正
覺
禅
師
に
つ
い
て
（
以
下
次
々
号
）

　

一　

は
じ
め
に

　

二　

北
宋
末
南
宋
初
期
曹
洞
宗
（
北
宋
徽
宗
朝
か
ら
南
宋
高
宗
朝
ま
で
）
の
動
静
に
つ
い
て

　

三　

お
わ
り
に

北
宋
末
南
宋
初
期
に
お
け
る
曹
洞
宗
祖
師
の
実
証
的
研
究
（
一
）

　
　

―

大
洪
報
恩
、
芙
蓉
道
楷
に
つ
い
て―
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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
昨
年
六
月
か
ら
着
手
し
は
じ
め
た
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
に
お
け
る
中
国
曹
洞
宗
の
動
向
を
、
大
洪
山
に
お
け
る
祖
師
の

動
向
を
通
じ
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
本
号
は
、「
北
宋
末
南
宋
初
期
（
北
宋
神
宗
朝
か
ら
徽
宗
朝
ま
で
）
に
お
け
る

曹
洞
宗
祖
師
の
実
証
的
研
究
」
の
第
一
部
で
あ
り
、
と
り
わ
け
大
洪
山
第
一
代
目
大
洪
報
恩
、
第
二
代
目
芙
蓉
道
楷
禅
師
を
対
象
と
す

る
。
次
号
は
、
北
宋
末
南
宋
初
期
曹
洞
宗
（
北
宋
哲
宗
朝
か
ら
南
宋
高
宗
朝
ま
で
）
の
動
静
に
つ
い
て
、
大
洪
山
第
四
代
目
丹
霞
德
淳
、

第
七
代
目
淨
厳
守
遂
禅
師
を
対
象
と
す
る
。
次
々
号
は
、
北
宋
末
南
宋
初
期
曹
洞
宗
（
北
宋
徽
宗
朝
か
ら
南
宋
高
宗
朝
ま
で
）
の
動
静

に
つ
い
て
、
大
洪
山
第
六
代
目
慧
照
慶
預
禅
師
、
明
州
中
興
天
童
宏
智
正
覺
禅
師
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
際
に
実
証
的
検
討
の
対
象
と

す
る
の
は
、
主
に
湖
北
省
随
州
市
大
洪
山（
１
）の

現
存
碑
刻
な
ど
の
資
料
に
お
け
る
記
録
内
容
の
精
査
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
碑
刻
と
は
、
現
在
大
洪
山
の
東
塔
院
古
址
に
並
列
し
て
あ
る
。
大
き
さ
は
縦
約
二
メ
ー
ト
ル
十
セ
ン
チ
、
横
幅
は
約
六
十

セ
ン
チ
、
厚
さ
は
約
二
十
セ
ン
チ
の
石
碑
で
あ
り
、
文
物
保
護
の
為
に
、
現
在
は
ガ
ラ
ス
張
り
と
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
い
た
い
北
宋
末
徽
宗
朝
、
欽
宗
朝
、
南
宋
初
期
高
宗
朝
に
建
て
ら
れ
た
大
洪
山
崇
寧
保
寿
禅
院
に
お
け
る
初
期
歴
代
祖
師
の
塔
銘

で
あ
る
。
そ
の
中
で
克
明
に
諸
祖
師
の
事
跡
が
記
さ
れ
、
凡
そ
千
五
百
字
位
の
文
量
で
あ
り
、
碑
額
は
篆
書
、
或
い
は
隷
書
、
楷
書
で

書
か
れ
て
お
り
、
碑
文
は
端
麗
な
楷
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
大
洪
山
の
伽
藍
は
文
革
で
完
膚
無
き
ま
で
破
壊
さ
れ
、
現
在
は
急
ピ
ッ

チ
で
七
堂
伽
藍
を
再
建
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
幸
い
に
大
洪
山
で
は
上
述
し
た
宋
代
の
石
碑
以
外
に
、
な
お
元
、
明
、
清
各
時
代
の

多
く
の
石
碑
が
残
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
解
読
、
研
究
は
今
ま
で
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
為
、
石
井
修
道
博
士
を
は
じ
め
、
多
く
の

研
究
者
た
ち
は
専
ら
清
代
張
仲

の
『
湖
北
金
石
録
』
等
の
文
献
資
料
に
頼
り
切
り
、
現
に
筆
者
が
原
碑
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る

と
、
か
な
り
の
誤
差
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
現
存
す
る
禅
宗
関
係
の
石
碑
は
、
極
め
て
少
な
い
が
、
特
に
北
宋
時
代
の
も
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の
は
な
お
珍
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
洪
山
で
の
宋
代
祖
師
塔
銘
を
記
し
た
石
碑
は
、
禅
宗
文
献
と
し
て
の
価
値
は
勿
論
の

こ
と
だ
が
、
書
道
史
、
と
り
わ
け
金
石
学
に
於
い
て
の
価
値
も
頗
る
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
北
宋
代
の
曹
洞
宗
祖
師
、
と
り
わ
け
大
洪
山
第
一
代
目
報
恩
禅
師
、
第
二
代
目
芙
蓉
道
楷
禅
師
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
、
第
二
部
で
は
、
大
洪
山
第
四
代
目
丹
霞
德
淳
（
子
淳
と
も
）
禅
師
、
第
七
代
目
淨
厳
守
遂
禅
師
に
つ
い

て
論
ず
る
。
更
に
第
三
部
で
は
、
大
洪
山
第
六
代
目
慧
照
慶
預
禅
師
、
明
州
中
興
天
童
宏
智
正
覺
禅
師
に
つ
い
て
逐
一
論
じ
て
い
き
た

い
。
こ
の
第
二
、
第
三
部
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
と
い
う
時
期
の
動
向
を
示
す
資
料
と
し
て
の
意
義
を
持
つ

た
め
に
、
全
体
と
し
て
大
洪
山
に
お
け
る
北
宋
末
（
神
宗
朝
か
ら
欽
宗
朝
ま
で
）
か
ら
南
宋
初
期
（
高
宗
朝
）
に
至
る
ま
で
の
曹
洞
宗

の
動
静
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
次
号
、
次
々
号
で
発
表
す
る
。

　

こ
の
研
究
に
先
立
ち
、
筆
者
は
一
昨
年
か
ら
三
度
随
州
大
洪
山
を
訪
れ
、
実
地
踏
査
を
行
っ
た
。
特
に
北
宋
か
ら
明
清
時
代
に
至
る
、

現
存
す
る
碑
刻
を
詳
細
に
読
み
取
り
、
そ
の
再
現
の
た
め
の
研
鑽
を
行
っ
て
き
た
。

　

周
知
の
通
り
、宋
代
禅
宗
史
研
究
に
つ
い
て
は
、本
学
の
石
井
修
道
博
士
に『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』（
昭
和
六
二（
一
九
八
七
）年
十
月
、

大
東
出
版
社
）
と
い
う
大
著
が
あ
り
、
宋
代
禅
、
と
り
わ
け
宏
智
正
覚
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
成
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
石
井
博
士
の
研
究
は
、
原
碑
で
は
な
く
主
に
現
存
す
る
文
献
資
料（
２
）の

み
に
基
づ
い
て
、
上
述
の
六
人
の
行
実
を
研
究
し

て
い
た
た
め
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
内
容
を
原
碑
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
か
な
り
の
誤
差
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
本

稿
は
、
原
碑
の
解
読
を
通
じ
て
、
原
碑
が
示
さ
ん
と
し
た
内
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

二　

北
宋
代
曹
洞
宗
（
北
宋
神
宗
朝
か
ら
徽
宗
朝
ま
で
）
の
動
静
に
つ
い
て

　

北
宋
代
に
お
け
る
禅
宗
の
情
状
に
つ
い
て
、佛
日
契
嵩
（
一
〇
〇
七―

一
〇
七
二
）
の
『
伝
法
正
宗
記
』
巻
八
の
末
尾
の
記
事
で
は
、

一
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下
記
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

 
雲
門
、
臨
済
、
法
眼
の
三
家
の
徒
は
、
今
に
於
て
尤
も
盛
ん
な
り
。

仰
已
に
熄
ゆ
。
而
し
て
曹
洞
は
僅
か
に
存
す
る
の
み
に
し
て
、

綿
々
然
と
し
て
猶
大
旱
の
孤
泉
を
引
く
が
ご
と
し
。（『
大
正
蔵
』
五
一
・
七
六
三
下
）

　

こ
れ
を
み
る
と
、
唐
末
五
代
に
開
か
れ
た
禅
の
五
家
は
、
北
宋
代
の
中
期
に
至
っ
て
、

仰
宗
は
既
に
法
燈
が
消
え
て
し
ま
い
、
曹

洞
宗
も
僅
か
な
勢
力
を
保
っ
て
い
た
が
、
大
き
な
旱
魃
の
後
の
孤
泉
の
如
く
、
た
だ
細
々
と
流
れ
る
の
み
と
あ
る
。
最
も
栄
え
て
い
た

の
が
、
五
家
の
う
ち
雲
門
、
臨
済
、
法
眼
の
三
家
で
あ
る
と
い
う
。
契
嵩
は
曹
洞
宗
大
陽
警
玄
（
九
四
三―

一
〇
二
七
）
よ
り
三
六
歳

年
下
、
投
子
義
青
（
一
〇
三
二―
一
〇
八
三
）
よ
り
二
五
歳
年
長
で
、
十
年
前
に
亡
く
な
っ
た
雲
門
五
世
に
当
た
る
禅
僧
で
あ
る
。
彼

が
曰
く
「
綿
々
然
と
し
て
猶
大
旱
の
孤
泉
を
引
く
が
ご
と
し
」
と
い
う
当
時
曹
洞
宗
の
実
情
は
、
正
に
、
大
陽
警
玄
の
死
後
、
臨
済
僧

法
遠
に
介
在
を
依
頼
し
て
、「
代
付
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
見
る
消
え
そ
う
な
法
燈
が
辛
う
じ
て
伝
え
ら
れ
た
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
孤
泉
の
よ
う
な
法
脈
は
投
子
義
青
の
後
、
そ
の
会
下
の
高
弟
芙
蓉
道
楷
、
大
洪

報
恩
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
、
遂
に
燎
原
の
火
の
如
く
と
な
り
、
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　

１　

投
子
義
青
の
（
代
付
）
嗣
法
に
つ
い
て

　

周
知
の
通
り
、
中
国
曹
洞
宗
の
法
統
は
、
北
宋
代
に
お
け
る
大
陽
警
玄
（
九
四
三―

一
〇
二
七
）
か
ら
投
子
義
青
（
一
〇
三
二―

一
〇
八
三
）
へ
の
師
資
相
伝
が
、
遥
傳
（
代
付
と
も（

３
）

）
と
い
う
形
で
相
続
さ
れ
た
。
と
言
う
の
は
、
警
玄
が
死
ぬ
直
前
ま
で
、
な
か

な
か
嗣
法
に
適
し
た
弟
子
に
出
会
え
ず（
４
）、

し
か
た
な
く
自
分
の
法
（
伝
法
の
信
物
等
）
を
法
侶
の
臨
済
僧
圓
鑑
法
遠
（
浮
山
法
遠
と

も
）（
九
九
一―

一
〇
六
七
）
に
託
し
、
自
分
の
死
後
に
、
是
非
代
わ
り
に
一
箇
の
伶
利
漢
（
優
れ
る
人
物
）
を
見
つ
け
て
法
を
伝

一
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え
、
曹
洞
宗
の
法
脈
を
絶
え
な
い
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
言
い
残
し
た
こ
と
に
よ
る
。
後
、
法
遠
を
介
し
て
、
幸
い
に
も
義
青
と
い
う

立
派
な
後
継
者
を
得
て
、
警
玄
の
遺
志
が
果
た
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
の
渡
来
僧
宏
智
派
の
東
陵
永
璵
（
一
二
八
五―

一
三
六
五
）
が
開
祖
洞
山
良
价
の
画
讃
に
下
記
の
よ
う
な
賛
文
を
記
し
て
い
る
。

　

 

宝
鏡
流
光
，
名
垂
千
古
。
分
五
位
君
臣
，
立
偏
正
回
互
。
空
生
滅
影
，
見
離
微
端
。
水
晶
盤
走
，
夜
行
之
珠
。
琉
璃
海
産
，
珊
瑚
之

柄
。
我
宗
一
線
，
斷
而
復
續
。
芙
蓉
丹
霞
，
東
谷
南
谷
。
静
惠
妙
悟
，
白
雲
獨
步
。
法
流
海
東
，
児
孫
四
布
。
遠
孫
比
丘
永
璵
焚
香

拜
賛（
５
）。

　

こ
の
「
我
宗
一
線
、
断
而
復
続
」
の
一
句
は
、
つ
ま
り
上
述
し
た
「
代
付
」
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
、
投
子
義
青
の
二
人
の
弟
子
大
洪
報
恩
（
一
〇
五
八―

一
一
一
一
）、
芙
蓉
道
楷
（
一
〇
四
三―

一
一
一
八
）
に
つ
い
て
、

大
洪
山
の
塔
銘
碑
文
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

２　

大
洪
報
恩
禅
師
に
つ
い
て

　

投
子
義
青
が
活
躍
し
た
安
徽
省
舒
州
の
白
雲
山
海
会
禅
院
と
投
子
山
勝
因
禅
院
に
於
い
て
は
、多
く
の
弟
子
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
、
最
も
卓
越
し
て
い
る
の
は
大
洪
報
恩
、
芙
蓉
道
楷
、
鹿
門
自
覚（
６
）の

三
人
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
安
徽
省
舒
州
の
地
か
ら
移
っ
た
湖
北
省
随
州
の
大
洪
山
で
、
北
宋
代
の
曹
洞
宗
教
団
の
発
展
の
根
拠
地
と
し
て
の
繁
栄

に
大
い
に
貢
献
し
た
二
人
の
立
役
者
、
大
洪
報
恩
と
芙
蓉
道
楷
を
重
点
的
に
論
じ
て
み
た
い
。

　

大
洪
報
恩
の
事
跡
は
現
存
す
る
『
随
州
大
洪
恩
禅
師
塔
銘
』（
図
１
）
に
見
ら
れ
る
。

そ
の
文
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

一
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※
傍
線
部
は
、
筆
者
に
よ
る
原
碑
と
の
対
照
に
よ
る
元
来
の
資
料
に
対
す
る
訂
正
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
資
料
文
中/

で
示
し
た
の
は
全
て
原
碑
文
で

の
改
行
を
意
味
す
る
。
以
下
同
。

　
　
　

随
州
大
洪
恩
禪
師
塔
銘

　

宋
故
随
州
大
洪
山
十
方
崇
寧
保
壽
禪
院
第
一
代
住
持
恩
禪
師
塔
銘

序

　
　

奉
議
郎
權
發
遣
提
擧
京
西
南
路
常
平
等
事
武
騎
尉
借
緋
魚
袋　

范
域　

譔
（
撰
）　　

　
　

承
議
郎
致
仕
武
騎
尉　

韓
韶　

書

　
　

朝
奉
郎
尚
書
金
部
員
外
郎
賜
緋
魚
袋
武
騎
尉　

韓
昭　

篆
額

昔
曹
溪
付
法
於
清
（
青
）
原
、
實
為
嫡
嗣
。
五
傳
而
有
洞
山
价
、
又
傳
曹
山
寂
、
由
是
曹
洞
如
懸
日
月
。
其
道
尤
孤
高
峻
潔
、
自
昔
嘗

難
。
其
人
至
大
陽/

明
安
禪
師
寧
其
中
（
宗
）
絶
、不
輕
印
可
。
乃
以
衣
履
属
浮
山
圜
鑒
、圜
（
欠
字
）
鑒
晩
得
投
子
青
禪
師
而
後
付
之
。

世
俗
謂
青
非
親
授
、
不
知
聖
無
先
後
、
以
契
為
傳
。
其/

所
従
来
、
若
執
券
相
質
、
貫
珠
相
承
。
盖
有
冥
會
（
合
）、
非
偶
然
者
。
投
子

既
復
振
斯
道
、
而
後
異
人
間
出
。
大
洪
禪
師
乃
其
法
嗣
也
。
師
諱
報
恩
、
其
先
衛
州
黎
陽/

劉
氏
、
世
以
武
進
、
家
喜
事
佛
。
其
母
牛
氏
、

初
禱
子
、
夢
佛
指
所
謂
阿
羅
漢
者
、
（
卑
）
之
既
姙
、
生
師
果
有
殊
相
、
嘗
遇
異
僧
、
若
化
身
者
、
撫
之
曰
、
我
輩
人
也
。
煕/

寧
九
年
、

未
冠
、
擧
方
略
擢
第
、
調
官
北
都
。
忽
喟
然
歎
曰
、
是
區
區
者
、
何
是
以
了
此
生
。
願
謝
簪

、
求
出
世
法
。
有
司
以
聞
詔
詰
其
故
。

師
云
、
臣
祖
死/

王
事
、
顧
無
以
報
厚
恩
。
惟
有
薫
修
之
功
、
庶
資
幽
冥
之
助
。
制
曰
、
可
。
師
先
名
欽
憲/

、
神
宗
皇
帝
親
灑
宸
翰
、

改
賜
今
諱
、
於
是
就
禮
北
都
福
壽
寺
僧
智
深
、
為
祝
髪
。
師
既
受
具
戒
、
遊
歴
諸
方
、
謙
約
退
靜
、

然
山
澤
人
也
。
聞
青
禪
師/

之

道
而
悦
之
、
乃
往
依
焉
。
青
識
其
法
器
、
師
一
日
凌
晨
入
室
、
青
問
、
天
明
未
。
師
曰
、
明
矣
。
云
、
明
則
巻
簾
。
師
従
之
、
頓
爾
開

悟
、
心
地
洞
然
、
遂
以
所
得
白
青/

。
青
韙
之
、
留
侍
巾

、
頗
有
年
数
。
逮
青
順
世
、
又
従
圓
通
、
圓
照
二
禪
師
遊
、
二
公
甚
器
異
之
。
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丞
相
韓
公
尹
河
南
、
延
師
住
持
嵩
山
少
林
寺
。
席
未
煖
、
紹
聖/

元
年
、
詔
改
随
州
大
洪
山
律
寺
為
禪
院
。
人
謂
大
洪
基
構
甚
大
而
蕪

廢
既
久
、
非
有
道
徳
服
人
、
不
可
以
興
起
。
部
使
者
奏
請
師
住
持
、
已
而
丞
相/

范
公
守
随
、
復
左
右
之
。
師
普
施
法
雨
、
遠
迩
悦
服
。

於
是
富
者
薦
貸
（
貨
）、
貧
者
献
力
、
闢
荊
蓁
蓬

之
場
、
為
像
設
堂
、
皇
化
豺
狼
狐
狸
之
區
、
為
鐘
魚
梵
唄
。
而/

又
以
其
餘
建
戒
壇
、

掩
枯
骴
、
更
定
禪
儀
、
大
新
軌
範
。
由
是
大
洪
、
精
舎
壮
觀
、
天
下
禪
林
矣
。
崇
寧
二
年
有
詔
、
命
師
住
東
京
法
雲
禪
寺
、
従

馬
都

/

尉
張
公
請
也
。
師
志
尚
閑
遠
、
安
於
清
曠
、
曽
不
閲
歳
、
懇
還
林
澤
。
朝
廷
重
違
其
請
、
聴
以
意
行
（
欠
字
）。
徑
詣
嵩
山
、
旋
趨
大

陽
。
属
大
洪
虚
席
、
守
臣
念
師
之/

有
德
於
茲
山
也
、
五
年
、
再
奏
還
師
于
舊
、
固
辞
弗
（
不
）
獲
、
復
坐
道
場
。
凡
前
日
之
未
遑
暇

者
、
咸
彌
綸
而
成
就
焉
。
師
勤
於
誨
勵
、
晨
夕
不
倦
、
緇
徒
輻
湊
（
輳
）。
幾
三/

百
人
。
既
遐
振
宗
風
、
而
自
持
戒
律
嚴
甚
（
甚
嚴
）。

終
身
壊
衣
、
略
不
加
飾
。
張
公
雖
嘗
奏
賜
紫
方
袍
、
卒
盤
辟
不
敢
當
。
故
權
貴
欲
以
師
號
言
者
、
皆
無
復
措
意
矣/

。
政
和
元
年
六
月

初
一
日
示
疾
、
七
月
十
四
日
、
僧
問
、
師
久
演
真
諦
、
冀
垂
一
言
。
師
擧
目
示
之
、
又
問
、
師
將
生
西
方
否
（
邪
）。
師
曰
、
超
方
者
委
。

又
問
、
畢
竟
生
耶
（
邪
）/

、
死
耶
（
邪
）。
師
曰
、
間
不
容
髪
。
言
迄
、
趺
坐
而
逝
。
留
三
日
、
儀
相
如
生
、
咸
至
瞻
禮
、
罔
不
讃
歎
、

二
十
五
日
葬
于
南
塔
。
師
異
時
欲
築
室
退
居
之
所
也
。
俗
壽
五
十/

四
、
僧
臘
三
十
二
（
六
）。
度
弟
子
宗
言
等
一
百
三
十
一
人
、
嗣
法

出
世
者
慶
旦
等
一
十
三
。
有
語
録
三
巻
、
集
曹
洞
宗
派
録
三
巻
、
授
菩
提
心
戒
文
一
巻
、
落/

髪
受
戒
儀
文
一
巻
、
並
傳
于
世
。
惟
佛

之
道
、
未
嘗
有
起
滅
興
衰
也
。
然
必
付
之
豪
傑
之
士
、
然
後
足
以
發
明
秘
奥
津
梁
、
後
來
苟
非
其
人
、
道
終
不
顯
。
若/

師
以
絶
俗
之
姿
、

薄
功
名
富
貴
、
而
不
為
振
衣
塵
外
、
高
歩
妙
峯
、
使
斯
人
知
所
歸
向
、
名
聞
天
下
、
言
立
後
世
。
嗚
呼
、
可
謂
盛
矣
。
銘
曰/

：

　

祖
提
心
印
、
恵
于
後
昆
。
曹
洞
承
之
、
與
祖
同
源
。
源
深
流
遠
、
亹
亹
諸
孫
。
惟
大
洪
老
、
為
世
導
師/

。

　

蝉
蛻
冠
綬
、

尼
焉
依
。
法
雷
既
震
、
聞
于
九
圍
。
實
作
司
南
、
衆
乃
弗
迷
。
闡
教
利
物
、
為
時
一
出/

。

　

出
没
者
渠
、
非
生
滅
質
。
其
來
無
迹
、
其
去
無
還
。
光
風
霽
月
、
依
舊
雲
山/
。

　
　

政
和
三
年
癸
巳
四
月
七
日
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朝
請
郎
通
判
随
州
軍
州
管
句
學
事
兼
管
句
勧
農
事
賜
緋
魚
袋　

李
綬

　
　
　

奉
直
大
夫
知
随
州
軍
州
事
管
句
學
事
兼
管
句
勧
農
使
賜
金
魚
袋　

宋
延
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
姪
崇
寧
保
寿
禅
院
住
持
伝
法
沙
門　

守
恭　

立
石

【
書
き
下
し
文
】
む
か
し
曹
渓
は
法
を
清
原
に
付
し
、
実
に
嫡
嗣
と
為
す
。
五
伝
し
て
洞
山
价
あ
り
、
ま
た
伝
え
て
曹
山
寂
あ
り
。
こ

れ
よ
り
曹
洞
の
一
宗
は
、
日
と
月
と
を
か
か
げ
る
が
ご
と
し
。
そ
の
道
は
尤
も
孤
高
峻
潔
に
し
て
、
昔
よ
り
難
を
甞
め
る
。
そ
の
人
、

大
陽
明
安
禅
師
に
至
り
て
は
、
寧
ろ
其
れ
を
中
絶
せ
し
め
ん
と
も
、
印
可
を
軽
ん
ぜ
ず
。
す
な
わ
ち
衣
履
を
以
て
、
浮
山
圜
鑑
に
属
す
。

圜
鑑
は
晩
に
投
子
青
禅
師
を
得
て
、
而
し
て
後
に
之
を
付
す
。
世
俗
は
、
青
は
親
授
に
非
ず
と
謂
い
、
聖
に
先
後
無
く
、
契
を
以
て
伝

と
為
す
を
知
ら
ず
。
其
の
従
来
す
る
所
は
、
券
を
執
り
て
相
い
質
し
、
珠
を
貫
い
て
相
い
承
く
る
が
ご
と
し
。
蓋
し
冥
会
あ
り
て
偶
然

に
あ
ら
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
投
子
は
既
に
復
た
斯
の
道
を
振
る
い
、
而
し
て
後
に
異
人
、
間
出
す
。
大
洪
禅
師
は
、
す
な
わ
ち
其
の
法

嗣
な
り
。

　

師
の
諱い
み
なは

報
恩
、
其
の
先
は
衛
州
黎
陽
の
劉
氏
な
り
。
世
々
武
を
以
て
進
み
、
家
は
仏
に
仕
う
る
を
喜
ぶ
。
其
の
母
の
牛
氏
は
、
初

め
子
を
祷
る
に
、
仏
の
、
い
わ
ゆ
る
阿
羅
漢
な
る
者
を
指
し
て
之
を
あ
た

え
る
を
夢
む
。
既
に
姙は

ら

み
、
師
が
生
ま
る
る
に
果
た
し
て
殊
相

あ
り
。
嘗
て
異
僧
の
化
身
の
若
き
者
に
遇
い
、
之
を
撫
で
て
曰
く
、「
我
が
輩な
か
まの

人
な
り
」
と
。
煕
寧
九
（
一
〇
七
六
）
年
、
未
だ
冠

な
ら
ざ
る
に
、
方
略
を
挙
げ
て
擢
第
し
、
北
都
を
調
官
す
。
忽
ち
喟き

然ぜ
ん

と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、「
是
れ
区
区
な
る
者
な
り
、
何
ぞ
以
て

こ
の
生
を
了
ず
る
に
足
ら
ん
」。簪し
ん
ふ
つ

謝
り
て
出
世
の
法
を
求
め
ん
こ
と
を
願
う
。有
司
は
詔
を
聞
く
を
以
て
其
の
故
を
詰な

じ

る
。師
曰
く
、

「
臣
の
祖
は
王
事
に
死
し
、
顧
み
る
に
以
て
厚
恩
に
報
ゆ
る
無
し
。
惟
だ
薫
修
の
功
の
み
あ
り
。
庶
わ
く
は
幽
冥
の
助
を
資
け
ん
」。
制

は
曰
く
「
可
」
と
。
師
は
先
に
欽
憲
と
名
づ
く
。
神
宗
皇
帝
は
、
親
し
く
宸
翰
を
灑
い
で
、
改
め
て
今
の
諱
を
賜
う
。
是
に
於
て
、
就

い
て
北
都
福
寿
寺
の
僧
智
深
に
礼
し
て
祝
髪
を
為
す
。
師
は
既
に
具
戒
を
受
け
、
諸
方
を
游
歴
す
る
に
、
謙
約
退
静
に
し
て
、き
ょ
う
ぜ
ん然た
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る
山
澤
の
人
な
り
。

　

青
禅
師
の
道
を
聞
い
て
之
を
悦
び
、
す
な
わ
ち
往
き
て
焉こ
れ

に
依
る
。
青
は
其
の
法
器
な
る
を
識
る
。
師
は
一
日
、
凌
晨
に
入
室
す
。

青
問
う
、「
天
明
く
る
や
、
未
だ
し
や
」。
師
曰
く
、「
明
け
り
」。
曰
く
、「
明
く
れ
ば
則
ち
簾み
す

を
巻
け
」。
師
は
之
に
従
い
て
頓
爾
と
し

て
開
悟
し
、
心
地
洞
然
た
り
。
遂
に
所
得
を
以
て
青
に
申
す
に
、
青
は
之
を
韙よ
し

と
す
。
留
ま
り
て
巾き

ん
い

に
侍
す
る
こ
と
、
頗
る
年
数
あ

り
。
青
の
順
世
に
逮
ん
で
、
又
た
圓
通
、
圓
照
二
禅
師
に
従
い
て
遊
ぶ
。
二
公
は
甚
だ
之
を
器
異
す
。

　

丞
相
韓
公
は
、
河
南
を
尹
つ
か
さ
どり

、
師
を
延
い
て
嵩
山
少
林
寺
に
住
持
せ
し
む
。
席
の
未
だ
煖
ま
ら
ざ
る
に
、
紹
聖
元
（
一
〇
九
四
）
年
、

詔
し
て
随
州
大
洪
山
律
寺
を
改
め
て
禅
院
と
為
す
。人
謂
え
ら
く
、「
大
洪
の
基
構
は
甚
だ
大
に
し
て
、而
も
蕪
廃
し
て
既
に
久
し
。道
徳
、

人
を
服
す
こ
と
有
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
興
起
す
べ
か
ら
ず
」。
部
使
者
は
奏
し
て
師
を
請
し
て
住
持
せ
し
む
。
已
に
し
て
丞
相
范
公
は
随

の
守
と
な
り
、
復
た
之
を
左た

す右
く
。
師
は
普
く
法
雨
を
施
し
、
遠
邇
の
も
の
は
悦
び
服
す
。
是
に
於
て
富
貴
者
は
貸
を
薦
め
、
貧
者
は

力
を
献
ず
。
荊い
ば
ら、

蓁
は
し
ば
み、

蓬よ
も
ぎ、あ
お
あ
か
ざの

場
を
闢
き
て
、
像
を
為つ

く

り
、
堂
を
設
く
、
皇
い
に
豺

や
ま
い
ぬ、

狼
、
狐
、
狸
の
區
を
化
し
て
、
鐘
魚
梵
唄

を
為
る
。
而
し
て
又
た
其
の
余
を
以
て
戒
壇
を
建
て
、
枯
骴
を
掩
い
、
更
に
禅
儀
を
定
め
て
、
大
い
に
規
範
を
新
た
に
す
、
是
れ
よ
り

大
洪
は
精
舎
壮
観
に
し
て
、
天
下
の
禅
林
た
り
。

　

崇
寧
二
（
一
一
〇
三
）
年
、
詔
有
り
て
師
に
命
じ
て
東
京
の
法
雲
禅
寺
に
任
せ
し
む
。

馬
都
尉
張
公
の
請
に
従
う
な
り
。
師
の
志

は
閑
遠
を
尚
び
、
清
曠
に
安
ん
ず
。
曾す
な
わ

ち
閲
歳
せ
ず
に
、
林
澤
に
還
る
を
懇も

と

む
。
朝
廷
は
重
ね
て
其
の
請
に
違
う
も
、
聴ゆ

る

す
に
意
を

以
て
行
き
、
径
ち
に
嵩
山
に
詣
で
、
旋め
ぐ

り
て
大
陽
に
趨お

も
む

く
。
大
洪
の
虚
席
に
属
し
、
守
臣
は
師
の
徳
の
玆
の
山
に
有
る
を
念
う
。
五

（
一
一
〇
六
）
年
再
び
奏
し
て
師
を
旧
に
還
さ
ん
と
す
。
固
辞
す
る
こ
と
を
獲
ず
、
復
た
道
場
に
坐
す
。
凡
そ
前
日
の
未
だ
遑
暇
あ
ら

ざ
る
者
は
、
咸
な
彌
綸
し
て
成
就
す
。
師
は
誨
勵
に
勤
め
、
晨
夕
倦
ま
ず
。
緇
徒
は
輻
湊
し
て
、
幾
ど
三
百
人
な
り
。
終
に
壊
色
の
衣

を
身
に
し
て
、
略ほ
ぼ

飾
を
加
え
ず
。
張
公
は
甞
て
紫
方
袍
を
賜
う
を
奏
す
と
雖
も
、
卒
に
盤ば

ん
べ
き辟

し
て
敢
え
て
当
ら
ず
。
故
に
権
貴
の
師
号
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を
以
て
言
わ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
皆
な
復
た
意
を
措
く
無
し
。

　

政
和
元
（
一
一
一
一
）
年
六
月
初
一
日
、
疾
を
示
す
。
七
月
十
四
日
、
僧
、
師
に
問
う
、「
久
し
く
真
諦
を
演
ぶ
、
冀
わ
く
は
一
言

を
垂
れ
ん
こ
と
を
」。
師
は
目
を
挙
げ
て
之
に
示
す
。
又
た
問
う
、「
師
は
将
に
西
方
に
生
ぜ
ん
と
す
る
や
」。
師
曰
く
、「
方
を
超
ゆ
る

者
は
委つ
ま
びら

か
な
り
」。
又
た
問
う
、「
畢
竟
、
生
か
、
死
か
」。
師
曰
く
、「
間
、
髪
を
容
れ
ず
」。
言
い
迄
り
て
趺
坐
し
て
逝
く
。
三
日

留
む
る
に
、
儀
相
は
生
け
る
が
如
し
。
咸
な
瞻
礼
に
至
り
、
讃
歎
せ
ざ
る
は
罔
し
。
二
十
五
日
、
南
塔
に
葬
る
。
師
の
異
時
に
室
を
築

い
て
退
居
せ
ん
と
欲
す
る
所
な
り
。
俗
壽
、
五
四
。
僧
臘
、
三
二
。
度
す
る
弟
子
は
、
宗
言
等
百
三
十
一
人
。
嗣
法
出
世
す
る
は
、
慶

旦
等
一
三
人
。『
語
録
』
三
巻
あ
り
。『
曹
洞
宗
派
録
』
三
巻
・『
授
菩
提
心
戒
文
』
一
巻
・『
落
髪
受
戒
儀
文
』
一
巻
を
集
む
。
並
に
世

に
伝
わ
る
。

　

惟
る
に
、
仏
の
道
は
未
だ
甞
て
起
滅
、
興
衰
有
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ば
必
ず
之
を
豪
傑
の
士
に
付
し
、
然
し
て
後
に
以
て
秘
奥
の
津

梁
を
発
明
す
る
に
足
れ
り
。
後
来
、
苟
い
や
し
くも

其
の
人
に
非
ざ
れ
ば
、
道
は
遂
に
顕
わ
れ
ず
。
師
の
若
き
は
、
俗
を
絶
つ
姿
を
以
て
、
功
名
・

富
貴
を
薄
く
し
、
而
も
為
に
衣
を
塵
外
に
振
わ
ず
、
高
く
妙
峯
を
歩
み
て
、
斯
の
人
を
し
て
帰
向
す
る
所
を
知
ら
し
む
。
名
を
天
下
に

聞
え
、
言
は
後
世
に
立
て
り
。
嗚
呼
、
謂
つ
べ
し
、
盛
ん
な
り
、
と
。

　
　

銘
に
曰
く
、

　

祖
は
心
印
を
提
げ
、
後
昆
に
恵
む
。
曹
洞
は
之
を
承
け
、
祖
と
同
源
な
り
。
源
深
く
流
れ
遠
く
、
諸
孫
に
亹
亹
た
り
。
惟
れ
大
洪
老

は
、
世
の
導
師
な
り
。

　

冠
綬
を
蝉
蛻
し
て
、

尼
焉
れ
依
な
り
。
法
雷
既
に
震
い
て
、
九
圍
に
聞
こ
ゆ
。
実
に
司
南
と
作
り
、
衆
は
乃
ち
迷
わ
ず
。
教
を
闡

き
物
を
利
し
、
時
に
一
出
と
為
る
。

　

出
沒
す
る
は
渠
に
し
て
、
生
滅
の
質
に
非
ず
。
其
の
来
る
に
迹
無
く
、
其
の
去
る
に
還
る
無
し
。
光
風
霽
月
は
、
旧
に
依
り
て
雲
山

一
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に
あ
り
。

　
　

政
和
三
年
癸
巳
（
一
一
一
三
）、
四
月
七
日
。

　

朝
請
郎
・
通
判
随
州
軍
州
・
管
句
学
事
・
兼
管
句
勧
農
事
・
賜
緋
魚
袋
、
李
綬
。

　

奉
直
大
夫
・
知
随
州
軍
州
事
・
管
句
學
事
・
兼
管
句
勧
農
使
・
賜
紫
金
魚
袋
、
宋
延
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
姪
崇
寧
保
寿
禅
院
住
持
伝
法
沙
門　

守
恭
、
立
石
す
。

　

上
記
の
碑
文
に
よ
る
と
、
報
恩
は
嘉
祐
三
（
一
〇
五
八
）
年
に
衛
州
黎
陽
の
劉
氏
に
生
ま
れ
、
名
は
欽
憲
と
い
う
。
劉
氏
は
代
々
武

芸
を
以
て
出
仕
し
、
熱
心
な
仏
教
信
者
の
家
柄
で
あ
る
。
母
の
牛
氏
が
霊
夢
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
を
生
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
煕
寧
九
（
一
〇
七
六
）
年
、
一
九
歳
の
時
、
武
功
に
よ
り
及
第
し
、
武
官
と
な
っ
た
。
し
か
し
出
家
を
求
め
て
、
遂
に
、
北
都

福
壽
寺
の
僧
智
深
に
礼
し
て
祝
髪
し
た
。
報
恩
と
い
う
法
諱
は
神
宗
皇
帝
（
在
位
一
〇
四
八―

一
〇
八
五
）
が
自
ら
宸
翰
を
以
て
、
灑

い
で
賜
っ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
が
禅
僧
に
法
諱
を
賜
る
こ
と
は
、
頗
る
珍
し
い
。
そ
の
後
、
報
恩
は
具
足
戒
を
受
け
、
雲
遊
の
旅
に
出

た
が
、
最
後
は
舒
州
投
子
山
の
義
青
に
師
事
し
、
開
悟
し
た
。
義
青
が
示
寂
後
、
更
に
圓
通
法
秀
（
一
〇
二
七―

一
〇
九
〇
）、
圓
照

宗
本
（
一
〇
二
〇―

一
一
〇
〇
）
に
参
侍
し
た
。
元
祐
四
（
一
〇
八
九
）
年
に
、
丞
相
の
韓

（
一
〇
一
九―

一
〇
九
七
）
が
河
南
尹

と
な
り
、
報
恩
を
嵩
山
少
林
寺
に
住
持
せ
し
め
た
。
そ
の
後
、
紹
聖
元
（
一
〇
九
四
）
年
、
大
洪
山
は
律
寺
か
ら
禅
院
へ
と
改
め
ら
れ
、

や
が
て
報
恩
は
大
洪
山
霊
峯
寺
十
方
禅
院
第
一
代
に
迎
え
ら
れ
た
。
翌
年
（
一
〇
九
五
）、
丞
相
范
純
仁
（
一
〇
二
七―

一
一
〇
一
）

が
随
州
太
守
と
な
り
、
引
き
続
い
て
、
報
恩
を
外
護
し
た
。
碑
文
を
撰
し
た
范
域
は
恐
ら
く
范
純
仁
の
親
類
の
一
人
で
あ
り
、
碑
文
を

書
い
た
韓
韶
、
篆
額
を
し
た
韓
昭
も
韓

一
族
の
人
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
石
碑
の
建
立
者
は
法
姪
、
と
り
わ
け
法
兄
の
道
楷
の

法
嗣
、
大
洪
山
第
三
代
住
持
守
恭（
７
）で

あ
る
。
時
は
政
和
三
（
一
一
一
三
）
年
癸
巳
、
四
月
七
日
、
報
恩
禅
師
の
大
祥
三
回
忌
に
当
た
る
。

一
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碑
文
の
記
録
に
拠
っ
て
、
大
洪
山
は
報
恩
の
大
法
力
で
、
約
十
年
の
間
に
伽
藍
が
壮
麗
と
な
り
、
天
下
の
禅
林
へ
と
発
展
し
た
。
然

し
、
崇
寧
二
（
一
一
〇
三
）
年
に

馬
都
尉
張
公
の
奏
請
に
よ
り
、
詔
を
奉
じ
て
東
京
の
法
雲
禅
寺
の
住
持
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
代
わ
り

に
道
楷
は
大
洪
山
の
第
二
代
目
と
し
て
入
院
し
て
い
る
。
し
か
し
報
恩
は
、
京
に
留
ま
る
こ
と
、
一
年
足
ら
ず
で
、
山
に
還
る
こ
と
を

申
し
立
て
、
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
嵩
山
を
詣
で
、
大
陽
山（
８
）に

赴
い
た
の
で
あ
る
。
大
洪
山
の
再
住
が
果
た

さ
れ
た
の
は
、
崇
寧
五
（
一
一
〇
六
）
年
で
あ
る
。
示
寂
し
た
の
は
、
政
和
元
（
一
一
一
一
）
年
七
月
十
四
日
、
五
四
歳
、
僧
臘
三
二

で
あ
る
と
い
う
。
得
度
の
弟
子
は
、
宗
言
等
一
三
一
人
、
嗣
法
出
世
す
る
者
は
慶
旦
、
守
遂
等
一
三
人
が
有
る
。『
語
録
』
三
巻
、『
曹

洞
宗
派
録
』
三
巻
、『
授
菩
提
心
戒
文
』
一
巻
、『
落
髪
受
戒
儀
文
』
一
巻
が
世
に
伝
わ
る
。
報
恩
は
そ
の
著
書
の
内
容
、
ま
た
強
く
師

号
や
紫
衣
を
拒
む
こ
と
等
か
ら
、
禅
風
に
つ
い
て
は
、
戒
律
重
視
と
い
う
性
格
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

　

３　

芙
蓉
道
楷
禅
師
に
つ
い
て

　

芙
蓉
道
楷
は
、
報
恩
よ
り
一
五
歳
年
長
で
あ
る
。
彼
は
、
北
宋
代
末
に
曹
洞
宗
教
団
に
大
き
な
発
展
を
も
た
ら
し
た
立
役
者
で
あ

る
。
後
に
多
く
の
優
れ
た
弟
子
を
育
成
し
、
特
に
法
嗣
丹
霞
徳
淳
（
一
〇
六
四―

一
一
一
七
）
の
嫡
嗣
慧
照
慶
預
（
一
〇
七
八―

一
一
四
〇
）、長
蘆
清
了
（
一
〇
八
八―

一
一
五
一
）、宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一―

一
一
五
七
）
の
三
人
は
、「
芙
蓉
の
三
賢
孫
」
と
言
わ
れ
、

出
藍
の
誉
れ
を
残
す
。
芙
蓉
道
楷
の
行
状
に
つ
い
て
は
、同
じ
く
報
恩
の
塔
銘
を
撰
し
た
韓
韶
の
「
臨
沂
塔
舊
銘
」（
第
一
碑
）
が
あ
っ

た
が
、
既
に
無
く
な
っ
た
。
現
存
の
も
の
は
、
靖
康
二
（
一
一
二
七
）
年
に
法
孫
慧
照
慶
預
が
建
立
し
て
、
王
彬
が
撰
し
た
、
大
洪
山

に
あ
る
第
二
碑
【
図
２
】
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

宋
大
洪
楷
禪
師
塔
銘

　

随
州
大
洪
山
崇
寧
保
壽
禪
院
十
方
第
二
代
楷
禪
師
塔
銘

一
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朝
請
郎
新
差
知
北
外
都
水
丞
公
事
賜
緋
魚
袋　

天
彭
王
彬　

撰
（
譔
）

　
　

宣
義
郎
新
授
都
水
監
丞
權
管
句
均
州
軍
州
事　

武
夷　

范
寅
亮　

書

　
　

朝
請
郎
京
西
路
轉
運
司
管
句
文
字
賜
緋
魚
袋　

真
定　

張
好
古　

篆
額

政
和
八
年
夏
五
月
乙
未
、
芙
蓉
禪
師
以
偈
示
衆
、
書
遺
誡
付
嘱
門
人
、
沐
浴
更
衣
、
吉
祥
示
寂
。
越
三
日
、
丁
酉
荼

、
収
靈
骨
。
秋

九
月
甲
午
塔
、
藏
芙
蓉
湖
。
後
七
年
住
持
大
洪/

山
慧
照
禪
師
慶
預
、
師
之
受
業
嗣
法
的
孫
也
。
念
湖
山
遠
在
海
隅
、
奉
塔
廟
之
禮
常

缺
（
欠
）、
喟
然
歎
曰
、
吾
昔
嘗
侍
老
師
住
大
陽
、
遷
此
山
凡
五
年
、
天
下
衲
子
、
輻
湊
（
輳
）
雲/

萃
、
不
遠
千
里
而
來
、
當
時
升
堂

入
室
者
、
散
之
四
方
、
皆
續
佛
慧
命
為
人
天
師
。
今
住
世
者
如
焦
山
成
、
大
隋
璉
、
鹿
門
燈
、
石
門
易
、
寶
峯
照
、
即
其
人
也
。
昔
人

藏
衣
曹
溪
、
葬
履/

熊
耳
、
豈
不
以
恩
大
難
酬
、
示
不
忘
本
耶
（
邪
）。
乃
遣
其
徒
宗
幾
遷
致
師
靈
骨
、
建
浮
圖
於
大
洪
山
之
陽
、
冬

十
一
月
塔
成
。
明
年
冬
、
彬
謁
慧
照
於
山
中
、
慧
照
喜
謂
彬
曰
、
吾
芙
蓉/

老
師
、
法
海
舟
航
、
佛
門
梁
棟
、
三
十
七
年
與
大
地
衆
生

作
陰
涼
、
機
縁
在
世
、
不
獨
衲
子
能
言
、
搢
紳
士
大
夫
咸
知
之
。
今
新
塔
未
銘
也
、
敢
以
為
請
。
彬
既
仰
慕
芙
蓉
之
高
風/

、
又
重
違

慧
照
之
勤
意
、
義
不
獲
辭
、
退
而
銘
之
云
、
師
諱
道
楷
、
俗
姓
崔
氏
、
沂
州
費
縣
人
。
少
學
神
仙
、
得
辟
穀
術
、
隠
伊
陽
山
中
。
既

久
、
知
非
究
竟
、
乃
棄
所
學
。
游
京
師
、
詣
述
聖/
院
出
家
、
禮
德
暹
為
師
。
煕
寧
六
年
試
經
得
（
用
）
度
、
明
年
受
具
戒
、
游
歴
諸

方
、
徧
参
知
識
、
最
後
到
舒
州
投
子
山
見
青
禅
師
、
一
言
造
妙
、
師
資
深
契
。
青
以
明
安
衣
履
付
焉
。
去
之/

韶
山
、
結
茆
虎
穴
旁
、

虎
為
伏
馴
、
探
穴
取
子
、
初
無
忤
也
。
師
雖
宴
坐
山
林
、
然
道
價
四
馳
、
千
里
嚮
風
。
自
元
豊
五
年
出
世
至
示
寂
、
凡
七
坐
道
場
。
最

初
住
沂
州
仙
洞
山
、
又
遷/

西
京
乾
元
招
提
、
郢
之
大
陽
、
随
之
大
洪
、
皆
當
世
元
老
名
公
卿
以
禮
延
請
。
後
被
詔
住
東
京
十
方
淨

因
、
又
徙
住
天
寧
、
萬
壽
、
皆
中
使
奉
命
、
恩
禮
兼
隆
。
諸
方
榮
之
。
師/
所
至
無
緇
素
貴
賤
、
皆
直
造
室
内
、
其
來
京
師
、
諸
公
卿

貴
人
旦
夕
問
訊
、
毎
與
道
人
、
處
士
雜
坐
、
師
皆
一
目
之
。
師
行
解
相
應
、
履
踐
篤
至
、
無
明
妄
心
、
一
毫
不
立
、
故
不
能
矯/

情
徇

世
、
避
人
道
之
患
、
竟
坐
。
辭
身
章
師
號
、
忤
上
意
、
得
罪
居
緇
州
、
久
之
上
察
其
無
它
、
聽
自
便
。
復
有
旨
下
開
封
府
、
訪
師
還
其
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故
服
。
師
聞
之
、
書
四
句
偈
、
遺
中
貴/

人
王
松
年
云
、
石
田
焦
穀
又
生
芽
、
暮
種
朝
収
濟
幾
家
。
巢
父
飲
牛
牛
不
飲
、
漁
翁
撥
棹
入

蘆
花
。
衆
口
傳
播
、
尹
李
公
孝
壽
得
之
、
察
其
誠
心
、
乃
為
敷
奏
。
因
從
其
志
、
師
始/

游
天
台
、
鴈
蕩
、
過
故
里
為
父
老
留
、
不
得

去
。
枢
密
劉
公
奉
世
捨
俸
金
、
買
芙
蓉
湖
田
、
築
室
延
師
。
四
方
衲
子
歸
之
、
俄
成
叢
林
、
今
賜
額
興
化
焉
。
先
是
芙
蓉
湖
衆
水
鍾
聚

/

瀰
漫
百
餘
里
、
師
甞
謂
、
若
決
而
歸
入
川
、
可
得
良
田
数
千
頃
、
常
平
使
者
、
聞
其
言
、
使
邑
令
詣
師
、
受
規
畫
、
鑿
渠

導
、
悉

如
師
説
。
異
時
菰
蒲
沮
洳
之
地
、
皆
為
沃
壤
。
鄕
人
德/

之
、
乃
相
率
舎
田
於
寺
。
歳
入
既
豊
、
又
推
其
餘
、
以
與
馬
鞍
山
、
後
亦
贍

数
百
衆
。
師
喜
營
建
梵
刹
、
見
棟
宇
卑
陋
、
則
増
崇
（
崇
飾
）
更
新
、
規
模
宏
壮
、
疑
若
基
構
艱
難
、
然
人
以
師
故
、
施/

財
助
力
、

咸
説
樂
之
。
工
役
未
甞
踰
時
、
纔
成
即
棄
之
、
不
廻
顧
也
。
師
本
田
家
子
、
為
兒
童
時
、
父
令

田
中
飛
蝗
、
師
舎
己
之
田
先

鄰
人

者
、
詰
之
、
則
曰
、
損
它
（
他
）
利
己
所
不
忍/

、
為
其
利
它
之
行
、
蓋
天
性
也
。
師
享
年
七
十
有
六
、
僧
臘
四
十
五
（
二
）、
度
弟
子

九
十
三
人
、
法
嗣
得
骨
髓
出
世
者
二
十
九
人
。
皆
縁
法
盛
行
于
時
、
而
丹
霞
淳
公
、
其
後
尤
大
。
今
慶/

預
在
大
洪
禪
子
至
二
千
、
清

了
在
長
蘆
、
正
覺
在
普
照
亦
至
千
衆
。
蓋
天
下
三
大
禪
刹
、
曹
洞
之
宗
至
是
大
振
矣
。
師
應
接
機
縁
既
見
語
録
、
及
德
洪
所
撰
僧
寶
傳
。

承
議
郎/

韓
韶
臨
沂
塔
舊
銘
、
鹿
門
法
燈
禪
師
塔
中
記
載
之
、
已
詳
盡
云
。
銘
曰
：

　

諸
佛
出
世
、
為
一
大
事
。
以
心
傳
心
、
莫
難
承
嗣
。
日
在
明
安
、
得
人
惟
艱
。
正
法
眼
蔵
、
託
于
浮
山/

。

　

道
未
喪
世
、
遺
言
不
墜
。
異
苗
翻
茂
、
卒
如
師
偈
。
堂
堂
青
公
、
法
中
之
龍
。
針
芥
投
機
、
復
有
芙
蓉/

。

　

自
師
承
宗
、
曹
洞
始
大
。
良
价
不
亡
、
大
陽
猶
在
。
凡
今
宗
師
、
鮮
克
全
提
。
不
滞
空
劫
、
則
落
今
時/

。

　

惟
師
當
機
、
正
偏
互
唱
。
木
女
謳
歌
、
石
人
撫
掌
。
薦
承
明
詔
、
七
坐
道
場
。
三
十
七
年
、
為
衆
擧
揚/

。

　

夢
身
幻
宅
、
誰
主
誰
客
。
不
有
榮
名
、
孰
為
罪
謫
。
一
辭
帝

、
終
老
海
濱
。
國
師
塔
様
、
分
付
兒
孫/

。

　

漢
東
沂
上
、
十
方
天
壌
。
一
切
含
情
、
萬
古
瞻
仰/

。

　

靖
康
二
年
夏
四
月
十
五
日
大
洪
山
崇
寧
保
壽
禪
院
住
持
嗣
祖
法
孫
慧
照
大
師
慶
預
立
石
、
玉
冊
官
武
宗
古
刊
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【
書
き
下
し
文
】
政
和
八
（
一
一
一
八
）
年
夏
五
月
乙
未
（
十
四
日
）、
芙
蓉
禅
師
、
偈
を
以
て
衆
に
示
し
、
遺
誡
を
書
し
て
、
門
人
に

付
嘱
し
、沐
浴
更
衣
し
て
、吉
祥
に
し
て
示
寂
す
。
三
日
を
越
え
て
丁
酉（
一
六
日
）に
荼
毘
し
、霊
骨
を
収
む
。
秋
九
月
甲
午（
一
五
日
）、

塔
を
芙
蓉
湖
に
蔵
む
。
後
七
年
（
一
一
二
四
）
し
て
、
大
洪
山
に
住
持
す
る
慧
照
禅
師
慶
預
は
、
師
の
受
業
の
高
弟
に
し
て
、
嗣
法
の

的
孫
な
り
。
湖
山
は
遠
く
海
隅
に
在
り
、
塔
廟
を
奉
ず
る
の
霊
の
常
に
缺
く
を
念
う
。
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、「
吾
れ
昔
し
甞
て

老
師
の
大
陽
に
住
す
る
に
侍
す
。
居
を
此
の
山
に
遷
し
て
凡
そ
五
年
、
天
下
の
衲
子
は
、
輻
湊
雲
萃
し
、
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
来

る
。
当
時
、
堂
に
升
り
室
に
入
る
者
は
、
散
じ
て
四
方
に
之
き
、
皆
な
仏
の
寿
命
を
続
き
、
人
天
の
師
と
為
す
。
今
、
世
に
住
す
る
者

は
、
焦
山
成
・
大
隋
璉
・
鹿
門
燈
・
石
門
易
・
宝
峯
照
の
如
き
は
、
即
ち
其
の
人
な
り
。
昔
人
は
衣
を
曹
渓
に
蔵
め
、
草
履
を
熊
耳
に

葬
る
。
豈
に
恩
大
に
し
て
酬
ゆ
難
き
を
以
て
、
本
を
忘
れ
ざ
る
を
示
さ
ざ
ら
ん
や
」
と
。

　

乃
ち
其
の
徒
の
宗
幾
を
遣
わ
し
て
師
の
霊
骨
を
遷
致
せ
し
め
、
浮
圖
を
大
洪
山
の
陽
に
建
つ
。
冬
一
一
月
、
塔
成
る
。
明
年
の
冬
、

彬
は
慧
照
に
山
中
に
謁
す
。
慧
照
は
喜
び
て
彬
に
謂
い
て
曰
く
、「
吾
が
芙
蓉
老
師
は
、
法
海
の
舟
航
に
し
て
、
佛
門
の
梁
棟
な
り
。

三
七
年
、
大
地
の
衆
生
に
於
て
陰
涼
と
作
る
。
機
縁
の
世
に
在
る
は
、
獨
だ
衲
子
の
み
な
ら
ず
、
能
言
搢
紳
の
士
大
夫
は
咸
な
之
を
知

る
。
今
、
新
塔
は
未
だ
銘
あ
ら
ざ
る
な
り
。
敢
え
て
以
て
請
と
為
す
」
と
。
彬
は
既
に
芙
蓉
の
高
風
を
仰
慕
し
、
又
た
重
ね
て
慧
照
の

勤
意
を
違
う
は
、
義
と
し
て
辞
退
す
る
こ
と
を
獲
ず
。
而
し
て
之
に
銘
す
と
云
う
。

　

師
、
諱
は
道
楷
、
俗
姓
は
崔
氏
、
沂
州
費
県
の
人
な
り
。
少
に
し
て
神
仙
を
学
び
、
辟
穀
の
術
を
得
て
、
伊
陽
山
中
に
隠
る
。
既
に

久
し
く
し
て
究
竟
に
非
ざ
る
を
知
り
て
、
乃
ち
学
す
る
所
を
棄
て
、
京
師
に
遊
び
、
述
聖
院
に
詣
で
て
出
家
し
、
徳
暹
を
礼
し
て
師
と

為
す
。
煕
寧
六
（
一
〇
七
三
）
年
試
経
し
て
得
度
す
。
明
年
（
一
〇
七
四
）、
具
戒
を
受
く
。
諸
方
を
游
歴
し
て
、
知
識
に
徧
参
す
。

　

最
後
に
舒
州
投
子
山
に
至
り
、
青
禅
師
に
見
え
、
一
言
に
し
て
、
妙
に
造
り
、
師
資
深
く
契
う
。
青
は
明
安
の
衣
履
を
以
て
焉
に
付
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す
。
去
り
て
韶
山
に
之
き
、
茆
を
虎
穴
の
旁
に
結
ぶ
。
虎
は
伏
し
て
馴
れ
る
が
為
に
、
穴
を
探
り
て
子
を
取
る
も
、
初
め
よ
り
忤
う
無

し
。
師
は
山
林
に
宴
坐
す
と
雖
も
、
然
も
道
価
は
四
馳
し
、
千
里
よ
り
嚮
風
す
。

元
豊
五
（
一
〇
八
二
）
年
の
出
世
よ
り
、
示
寂
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
七
た
び
道
場
に
坐
す
。
最
初
に
沂
州
仙
洞
山
に
住
す
。
又
た
西
京

の
乾
元
・
招
提
、
郢
の
大
陽
、
随
の
大
洪
に
遷
る
。
皆
な
当
世
の
元
老
名
公
卿
の
禮
を
以
て
請
を
延
く
。
後
に
詔
を
被
り
て
東
京
の
十

方
浄
因
に
住
し
、
又
た
徙
り
て
天
寧
、
万
寿
に
住
す
。
皆
な
中
使
の
命
を
奉
ず
る
な
り
。
恩
礼
は
兼
て
隆
し
。
諸
方
は
之
を
栄
と
す
。

師
の
至
る
所
は
緇
素
貴
賤
無
く
、
皆
な
直
に
室
内
に
造
る
。
其
の
京
師
に
来
る
や
、
諸
公
卿
貴
人
は
旦
夕
問
訊
し
、
毎
に
與
道
人
、
処

士
と
雑
坐
す
。
師
は
皆
な
之
を
一
目
す
。

　

師
の
行
解
は
相
い
応
じ
、
履
踐
は
篤
く
至
り
、
無
明
妄
心
は
、
一
毫
も
立
た
ず
。
故
に
不
情
を
矯
り
て
世
に
徇
い
て
、
人
道
の
患
を

避
く
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
竟
に
坐
す
。
身
章
師
號
を
辞
し
て
、
上
の
意
に
忤
い
、
罪
を
得
て
緇
州
に
居
す
。
久
し
く
上
は
其
の
它
無

き
を
察
し
て
自
便
を
聴
す
。
復
た
旨
有
り
て
開
封
府
に
下
し
、
師
を
訪
い
て
其
の
故
服
を
還
さ
し
む
。
師
は
之
を
聞
き
て
四
句
の
偈
を

書
き
て
、
中
貴
人
王
松
年
に
遺
り
て
云
く
、「
石
田
の
焦
穀
又
た
芽
を
生
ず
、
暮
に
種
え
朝
に
収
め
て
幾
の
家
を
済
わ
ん
。
巢
父
は
牛

に
飲
ま
す
に
、
牛
は
飲
ま
ず
、
漁
翁
は
棹
を
撥
し
て
蘆
花
に
入
る
」
と
。
衆
口
に
傳
播
し
て
、
尹
の
李
公
孝
壽
は
之
を
得
て
其
の
誠
心

を
察
す
。
乃
ち
敷
奏
を
為
し
て
、
因
り
て
其
の
志
に
従
わ
し
む
。

　

師
は
始
め
天
台
、
鴈
蕩
に
遊
ば
ん
と
欲
し
て
、
故
里
を
過
ぎ
、
父
老
の
為
に
留
め
ら
れ
て
去
る
を
得
ず
。
枢
密
劉
公
奉
世
は
、
俸
金

を
捨
て
、
芙
蓉
湖
田
を
買
い
、
室
を
築
い
て
師
を
延
く
。
四
方
の
衲
子
は
之
に
歸
し
、
俄
に
叢
林
を
成
す
。
今
、
額
を
興
化
と
賜
わ
る
。

是
よ
り
先
、
芙
蓉
湖
の
衆
水
は
鍾
聚
瀰
漫
す
る
こ
と
百
余
里
な
り
。
師
は
甞
て
謂
え
ら
く
、「
若
し
決
り
て
之
を
川
に
帰
入
せ
ば
、
良

田
数
千
頃
を
得
べ
し
」
と
。
常
平
の
使
者
は
、
其
の
言
を
聞
い
て
邑
令
を
し
て
詣
で
し
む
。
師
は
規
畫
を
受
け
て
、
鑿
渠

導
す
る
に
、

悉
く
師
の
説
の
如
し
。
異
時
、
菰
蒲
の
沮
洳
の
地
は
、
皆
な
沃
壤
と
為
る
。
鄕
人
は
之
を
徳
と
し
、
乃
ち
相
い
率
い
て
田
を
寺
に
舎
す
。
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歳
入
は
既
に
豊
か
に
し
て
、又
た
其
の
餘
り
を
推
り
、以
て
馬
鞍
山
に
與
う
。
後
に
亦
た
数
百
衆
を
贍
う
。
師
は
喜
び
て
梵
刹
を
営
建
し
、

棟
宇
の
卑
陋
を
見
れ
ば
、
則
ち
増
崇
更
新
し
、
規
模
宏
壮
な
り
。
基
構
の
艱
難
に
若お
よ

ぶ
を
疑
う
も
、
然
も
人
は
師
の
故
を
以
て
、
財
を

施
し
、
助
力
し
て
、
咸
な
之
を
説
楽
す
。
工
役
、
未
だ
甞
て
時
を
踰
え
ず
。
纔
に
成
ら
ば
即
ち
之
を
棄
て
去
り
て
廻
顧
せ
ざ
る
な
り
。

　

師
は
本
と
田
家
の
子
な
り
。
兒
童
為
り
し
時
、父
は
田
中
の
飛
ぶ
蝗
を

ら
し
む
。
師
は
己
の
田
を
舎
て
て
、先
に
鄰
人
の
者
を

る
。

之
を
詰
る
に
、則
ち
曰
く
、「
它
を
損
し
己
を
利
す
る
は
、忍
ば
ざ
る
所
な
り
」
と
。
其
の
它
を
利
す
る
の
行
を
為
す
は
、蓋
し
天
性
な
り
。

　

師
は
享
年
七
十
有
六
、
僧
臘
四
五
、
度
せ
る
弟
子
は
、
九
三
人
。
法
嗣
の
骨
髓
を
得
て
出
世
す
る
者
は
、
二
九
人
。
皆
な
縁
法
盛
ん

に
行
な
わ
る
。
時
に
於
て
丹
霞
淳
公
、
其
の
後
に
尤
も
大
な
り
。
今
、
慶
預
は
大
洪
に
在
り
て
、
禅
子
は
二
千
に
至
る
。
清
了
は
長
蘆

に
在
り
、正
覺
は
普
照
に
在
り
て
、亦
た
千
衆
に
至
る
。
蓋
し
天
下
の
三
大
禅
刹
な
ら
ん
。
曹
洞
の
宗
は
、是
に
至
り
て
大
い
に
振
え
り
。

　

師
の
応
接
機
縁
は
、
既
に
『
語
録
』
に
見
え
、
及
び
徳
洪
撰
す
る
所
の
『
僧
寶
傳
』、
承
議
郎
韓
韶
の
臨
沂
の
塔
の
舊
銘
、
鹿
門
法

燈
禅
師
の
塔
中
記
に
之
を
載
し
、
已
に
詳
尽
す
と
云
う
。
銘
に
曰
く
：

　

 

諸
佛
の
出
世
は
、
一
大
事
と
為
す
。
心
を
以
て
心
を
伝
え
ば
、
莫
難
承
嗣
す
る
こ
と
難
き
莫
し
。
日
に
明
安
在
り
て
、
人
を
得
る
こ

と
惟
れ
艱
し
。
正
法
眼
蔵
を
以
て
、
浮
山
に
託
す
。

　

 

道
は
未
だ
世
に
喪
わ
ず
、
遺
言
は
墜
ち
ず
。
異
苗
翻
茂
し
て
、
卒
に
師
偈
の
如
し
。
堂
堂
た
る
青
公
は
、
法
中
の
龍
な
り
。
針
芥
投

機
し
て
、
復
た
芙
蓉
有
り
。

　

 

師
の
宗
を
承
け
て
よ
り
、
曹
洞
は
始
め
て
大
な
り
。
良
价
は
亡
び
ず
、
大
陽
は
猶
在
り
。
凡
そ
今
の
宗
師
は
、
克
く
全
提
す
る
は
鮮

し
。
空
劫
に
滞
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
今
時
に
落
つ
。

　

 

惟
だ
師
の
み
機
に
當
り
て
、
正
偏
互
い
に
唱
え
て
、
木
女
は
謳
歌
し
、
石
人
は
掌
を
撫
つ
。
薦
り
に
明
詔
を
承
け
て
、
七
た
び
道
場

を
坐
し
、
三
七
年
、
衆
の
為
に
擧
揚
す
。
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夢
の
ご
と
き
身
、
幻
の
ご
と
き
宅
に
し
て
、
誰
か
主
か
、
誰
か
客
か
。
栄
名
有
ざ
れ
ば
、
孰
ぞ
罪
謫
と
為
ら
ん
。
一
た
び
帝

を
辞

し
て
、
老
を
海
濱
に
終
う
。
国
師
の
塔
様
、
分
付
児
孫
に
分
付
す
。

　

漢
東
と
沂
上
と
、
十
方
の
天
壌
と
の
、
一
切
の
含
情
は
、
万
古
に
瞻
仰
せ
ん
。

　

靖
康
二
（
一
一
二
七
）
年
夏
四
月
十
五
日
、
大
洪
山
崇
寧
保
寿
禅
院
住
持
嗣
祖
法
孫
慧
照
大
師
慶
預
、
立
石
す
。
玉
冊
官
、
武
宗
古
、

刊
す
。

　

上
記
の
塔
銘
か
ら
見
る
と
、
道
楷
は
宝
暦
三
（
一
〇
四
三
）
年
に
山
東
省
沂
州
費
県
の
崔
氏
に
生
ま
れ
た
。
最
初
は
神
仙
（
道
教
）

を
学
び
、
辟
穀
の
術
を
習
得
し
た
が
、
そ
れ
が
究
竟
の
道
で
は
な
い
こ
と
を
悟
り
、
棄
て
て
、
東
京
述
聖
院
の
徳
暹
和
尚
に
礼
し
て
祝

髪
し
た
。
煕
寧
六
（
一
〇
七
三
）
年
試
経
し
て
得
度
し
、
翌
年
、
具
足
戒
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
諸
方
を
游
歴
し
て
、
知
識
に
徧
参
す

る
。
最
後
に
舒
州
投
子
山
の
義
青
禅
師
に
参
じ
て
、
大
事
を
了
畢
し
、
師
資
相
契
し
た
。
得
法
後
、
河
南
省

池
県
北
に
あ
る
韶
山
に

隠
れ
、
庵
を
虎
穴
の
旁
に
結
び
、
虎
の
親
子
を
友
と
し
て
、
山
林
に
修
行
を
励
ん
だ
。
そ
の
道
價
は
四
方
に
広
ま
っ
て
、
遠
く
か
ら
参

学
の
衲
子
が
訪
ね
て
き
た
と
い
う
。

　

道
楷
は
元
豊
五
（
一
〇
八
二
）
年
に
沂
州
仙
洞
山
に
出
世
し
、
そ
の
後
、
洛
陽
竜
門
の
乾
元
寺
、
洛
陽
の
招
提
寺
（
白
馬
寺
）、
郢

州
の
大
陽
山
、
随
州
大
洪
山
、
そ
し
て
、
東
京
の
十
方
浄
因
禅
寺
、
天
寧
寺
、
万
寿
寺
な
ど
七
か
所
の
道
場
に
住
持
し
た
。

　

し
か
し
、
道
楷
の
名
声
が
高
ま
る
と
共
に
、
思
わ
ぬ
苦
難
を
蒙
る
。
塔
銘
で
は
、
道
楷
が
徽
宗
皇
帝
か
ら
下
賜
し
た
紫
衣
と
禅
師
号

を
固
く
拒
み
、
上
の
逆
鱗
に
触
れ
た
。
よ
っ
て
徽
宗
趙
佶
の
恨
み
を
買
い
、
緇
州
に
流
罪
と
さ
れ
た
。

　

覚
範
徳
洪
の
『
石
門
文
字
禅
』
巻
二
三
の
「
定
照
禅
師
序
」
で
は
、
道
楷
の
流
罪
中
の
話
を
一
節
に
記
し
て
い
る
。
あ
る
官
吏
は
道

楷
の
忠
直
を
慕
い
、
道
楷
に
対
し
て
「
長
老
は
か
な
り
や
つ
れ
て
い
て
、
病
が
有
る
で
し
ょ
う
、
も
し
病
気
が
有
れ
ば
、
流
罪
の
刑
を
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免
れ
る
」
と
言
っ
た
。
然
し
、道
楷
は
、「
普
段
は
病
気
が
有
る
が
、今
は
実
に
無
い
。
仮
病
を
偽
っ
て
、罪
を
逃
れ
る
こ
と
は
望
ま
な
い
」

と
答
え
た
。
吏
は
嘆
き
な
が
ら
、
彼
を
緇
州
に
編
管
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
上
に
忤
う
真
意
は
、
道
楷
の
道
心
に
よ
る
も
の
と
知
ら

れ
て
、
や
が
て
釈
放
さ
れ
て
、
自
由
の
身
と
な
っ
た
。
ま
た
僧
籍
、
法
服
も
還
っ
て
来
た
。
初
め
て
天
台
、
鴈
蕩
に
遊
行
し
よ
う
と
し

た
が
、
途
中
故
里
沂
州
の
費
縣
を
経
由
し
た
際
に
、
人
々
に
留
め
ら
れ
て
去
る
こ
と
が
出
来
ず
、
枢
密
の
劉
奉
世
は
、
財
を
散
じ
て
芙

蓉
湖
の
田
を
買
い
、
禅
室
を
建
て
て
道
楷
を
住
ま
わ
せ
た
。
そ
こ
に
四
方
の
衲
子
が
大
勢
集
ま
っ
て
き
て
、
直
ち
に
立
派
な
修
行
道
場

と
な
っ
た
。
ま
た
興
化
の
額
も
賜
わ
っ
た
。

　

道
楷
は
こ
の
地
に
安
住
し
て
、
自
ら
農
業
技
術
を
生
か
し
て
、
開
拓
事
業
を
行
い
、
地
元
の
繁
栄
に
寄
与
し
た
。
芙
蓉
山
で
の
布
教

活
動
に
は
示
寂
ま
で
没
頭
し
た
。
政
和
八
（
一
一
一
八
）
年
夏
五
月
一
四
日
、
七
六
歳
で
入
滅
し
た
。
僧
臘
は
四
五
で
あ
る
。
得
度
の

弟
子
は
、
九
三
人
が
あ
り
、
法
嗣
は
、
延
べ
二
九
人
に
達
し
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
丹
霞
子
淳
は
、
尤
も
突
出
し
、
世
に
大
き
な
教
化

を
行
っ
た
。
然
し
子
淳
は
師
の
道
楷
よ
り
も
一
年
早
逝
し
た
が
、
道
楷
の
三
賢
孫
は
、
大
き
な
法
力
を
発
揮
し
た
。
即
ち
慶
預
は
大
洪

山
の
根
拠
地
で
、
禅
衲
二
千
人
を
統
率
し
て
、
報
恩
、
道
楷
、
子
淳
以
来
の
禅
風
を
煽
ぎ
、
清
了
は
江
蘇
省
淮
揚
道
真
州
の
長
蘆
崇
福

禅
院
で
、
正
覚
は
江
西
省
泗
州
の
大
聖
普
照
禅
寺
で
、
共
に
千
人
の
僧
も
擁
し
て
教
線
を
張
っ
た
。
天
下
の
三
大
禅
刹
と
し
て
曹
洞
の

宗
風
を
大
い
に
振
る
っ
た
。

三　

お
わ
り
に

　

以
上
、
湖
北
省
随
州
市
大
洪
山
の
新
出
碑
文
資
料
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
大
洪
山
崇
寧
保
寿
禅
院
第
一
代
報
恩
禅
師
、
第
二
代
道
楷
禅

師
の
塔
銘
を
通
し
て
、
北
宋
末
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
復
興
活
動
を
述
べ
て
来
た
。
こ
の
主
題
に
関
し
て
は
、
既
に
本
学
の
石
井
修
道
博

士
の
卓
越
し
た
業
績
も
あ
っ
て
、
大
き
な
研
究
進
捗
を
す
る
の
は
、
至
難
な
こ
と
と
実
感
す
る
。
と
は
言
え
、
博
士
の
研
究
は
、
既
に
、
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三
〇
年
近
く
の
星
霜
を
経
て
、
ま
た
、
使
用
さ
れ
た
資
料
と
の
誤
差
も
随
所
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
か
ら
は
更
な
る
新
研
究
、
新
発
見

を
期
す
る
。

　

本
論
に
お
け
る
目
的
に
は
、
主
に
以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

①　

新
し
い
資
料
を
踏
ま
え
て
、
旧
い
資
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
の
誤
差
と
漏
れ
等
を
見
直
す
こ
と
。

　

②　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
洪
山
の
世
代
考
と
盛
衰
な
ど
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

　

③　

現
在
で
も
中
国
本
土
に
存
続
す
る
鹿
門
派
（
後
に
寿
昌
派
と
発
展
し
た
）
の
開
祖
で
あ
る
鹿
門
自
覚
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
。

　

か
つ
て
日
本
曹
洞
宗
は
誤
っ
て
鹿
門
自
覚
を
天
童
如
浄
の
法
嗣
と
し
た
。
そ
の
後
、
改
め
て
芙
蓉
道
楷
の
法
嗣
と
し
た
。
石
井
修
道

博
士
の
論
著
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
然
し
、
筆
者
に
は
、
鹿
門
自
覚
は
投
子
義
青
の
法
嗣
、
道
楷
、
報
恩
の
兄
弟
子
と
す
る
持
論

が
あ
る
。
北
宋
の
末
、
南
宋
の
初
め
に
、
投
子
の
弟
子
と
法
孫
た
ち
は
、
湖
北
の
大
洪
山
、
湖
北
省
襄
陽
道
の
大
陽
山
、
鹿
門
山
、
河

南
省
南
陽
縣
の
丹
霞
山
、
洛
陽
の
嵩
山
少
林
寺
な
ど
を
中
心
地
と
し
て
大
き
な
教
化
基
盤
を
築
き
あ
げ
、
更
に
、
京
の

梁
、
山
東
省
、

そ
し
て
更
に
江
西
省
、
江
蘇
省
、
浙
江
省
、
福
建
省
ま
で
に
南
下
し
て
、
教
線
を
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
芙
蓉
道
楷
の
三

賢
孫
は
、
曹
洞
宗
の
振
興
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。

　

現
時
点
で
は
、
現
地
踏
査
に
趣
き
、
新
し
い
資
料
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
ま
で
約
百
年
間
の
曹
洞
宗

の
動
静
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
情
勢
を
考
察
し
な
が
ら
、
曹
洞
宗
の
三
派
、
鹿
門
派
、
宏
智

派
、
清
了
派
の
位
置
付
け
や
、
投
子
義
青
以
後
の
教
団
の
動
向
、
思
想
の
発
展
な
ど
を
次
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

※ 　

文
中
□
で
囲
っ
た
部
分
は
欠
落
部
分
を
筆
者
が
補
っ
た
こ
と
か
、
ま
た
は
□
の
下
の
（ 

）
部
分
は
文
献
の
誤
字
で
、「/

」
を
付

し
た
部
分
は
原
碑
文
で
の
改
行
を
意
味
す
る
。
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【
附
録
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
洪
山
十
方
紀
（
篆
額
）

　
　
　
　
　
　

大
宋
随
州
大
洪
山
靈
峰
禅
寺
（
禅
院
）
記

　
　

翰
林
學
士
朝
散
大
夫
知
制
誥
兼
侍
講
兼
修
國
史
兼
實
録
修
撰
賜
紫
金
魚
袋　

張
商
英
撰

　
　

承
議
郎
試
給
事
中
兼
實
講
同
修
國
史
兼
實
録
修
撰
賜
紫
金
魚
袋　

鄧
洵
武
書

　
　

朝
奉
大
夫
試
吏
部
尚
書
兼
侍
讀
賜
紫
金
魚
袋　

何
執
中
篆
額

　
　

元
祐
二
年
秋
九
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　/

詔
随
州
大
洪
山
靈
峰
寺
革
律
為
禪
。
紹
聖
元
年
、
外
台
始
請
移
洛
陽
少
林
寺
長
老
報
恩
住
持
。
崇
寧
改
元

正
月
、
使
來
求
十
方
禪
寺
記
。
迺
書
曰
：
大
洪
山
在
随
西
南
、
盤
基
百/

餘
里
、
峯
頂
俯
視
漢
東
諸
國
、
林
巒
丘
嶺
猶
平
川
也
。
以
耆

舊
所
聞
攷
之
、
洪
或
曰
胡
、
或
曰
湖
、
未
詳
所
謂
。
今
以
地
理
攷
之
、
四
山
之
間
、
昔
有
大
湖
、
神
龍
所
居
、
洪
波
洋
溢
、
莫
知 

（
莫
測
）/

涯

。
其
後
二
龍
闘
搦
、
開
層
崖
、
湖
水
南
落
。
故
今
負
山
之
鄕
、
謂
之
落
湖
邑
（
管
）。
此
大
洪
所
以
得
名
也
。
唐
元
和
中
、
洪
州
開

元
寺
僧
善
信
、
即
山
之/

慈
忍
靈
濟
大
師
也
。
師
従
馬
祖
、
密
傳
心
要
。
北
遊
五
臺
山
、
禮
文
殊
師
利
。
瞻
觀
殊
勝
、
自
慶
於
菩
薩
有
縁
、

發
願
為
衆
僧
執
炊
爨
三
年
、
寺
僧
却
之
、
師
流
涕
嗟
戚
。
有/
老
父
曰
、
子
縁
不
在
此
、
往
矣
行
焉
、
逢
随
即
止
、
遇
湖
即
住
。
師
即

南
邁
、
以
寶
暦
二
年
秋
七
月
抵
随
州
、
遠
望
高
峰
、
問
鄕
人
曰
、
何
山
也
。
鄕
人
曰
、
大
湖
山
也
。
師
黙
契/

前
語
。
尋
山
轉
麓
、
至

于
湖
側
。
属
歳
亢
旱
、
鄕
民
張
武
陵
、
具
羊
豕
將
用
之
祈
于
湖
龍
。
師
見
而
悲
之
。
謂
武
陵
曰
：
雨
暘
不
時
、
本
因
人
心
。
黒
（
口
）

業
所
感
、
害
命
濟
命
。
重
増
乃/

罪
、
可
且
勿
殺
。
少
須
三
日
、
吾
為
爾
祈
。
武
陵
亦
異
人
也
、
聞
師
之
言
、
敬
信
之
。
師
即
披
榛
捫

石
、
得
山
北
之
巌
穴
、
泊
然
宴
坐
、
運
誠
冥
禱
。
雷
雨
大
作
、
霽
後
数
日
、
武
陵/
迹
而
求
之
。
師
方
在
定
、
蛛
絲
冪
面
。
號
耳

體
、

有
寺
功
徳
主
覃
道
辰
、後
至
乾
道
元
年
覃
道
鍾
重
修
四
殿
、圓
成
梵
刹
、善
根
深
厚
。凡
承
唐
已
後
三
百
年
、□
□
□
楚
地
、

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
有
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久
之
乃
覺
。
武
陵
即
施
此
山
、
為
師
興
建
精
舎
。
以
二
子
給
侍
左
右
、
學
徒
依
嚮
、
遂
成
法
席
。
大
和
元
年
五
月
二
十
九/

日
、
師
密

語
告
龍
神
曰
：
吾
前
以
身
代
牲
輟
汝
血
食
、
今
捨
身
償
汝
、
汝
可
享
吾
肉
。
即
引
利
刀
截
右
膝
、
復
截
左
膝
、
門
人
奪
（
奔
）
持
其
刃
、

膝
不
克
斷
。
白
液
流
出
、
儼
然
入
滅
。
張
氏
二
子
、
立
觀
而
化
。
山
南
東
道
、
奏
上
其
状
。
文
宗
嘉
之
、
賜
所
居
額
為
幽
濟
禪
院
。
晉

天
福
中
、
改
為
奇
峯
寺/

。
本
朝
元
豊
元
年
、
又
改
為
靈
峯
寺
、
皆
以
禱
祈
獲
應
也
。
自
師
滅
至
今
三
百
餘
年
、
而
漢
、
廣
、
汝
、
墳

之
間
、
十
数
州
之
民
、
尊
嚴
奉
事
、
如
赴
約
束
。
金
帛
粒
米
、
相
尾
於
道
。
貲
強/

法
弱
、
僧
範
乃
革
、
前
此
山
峯
高
峻
、
堂
殿
楼
閣
、

依
山
制
形
、
後
前
不
倫
、
向
背
靡
序
。
恩
老
至
此
、
熟
閲
形
勝
、
闢
途
南
入
、
以
正
賓
主
。

崖
壘
澗
、

嶬
補

、
嵯
峨
萬
仞
、
化

為/

平
頂
。
三
門
堂
殿
、
翼
舒
繩
直
、
通
廊
大
廡
、
疏
戸
四
達
。
浄
侶
雲
集
、
藹
為
叢
林
。
峨
嵋
之
寶
燈
瑞
相
、
清
涼
之
金
橋
圓
光
、

他
方
詭
觀
、
異
境
同
現
。
方
其
廢
故
而
興
新
也
。
律
之
徒
懷/

土
而
呶
呶
、
會
予
謫
為
郡
守
、
合
禪
律
而
計
之
曰
、
律
以
甲
乙
、
禪
以

十
方
。
而
所
謂
甲
乙
者
、
甲
從
何
來
、
乙
從
何
立
。
而
必
曰
、
我
慈
忍
之
子
孫
也
。
今
取
人
於
十
方
、
則/

慈
忍
之
後
絶
矣
。
且
夫
乙

在
子
孫
、
則
甲
在
慈
忍
。
乙
在
慈
忍
、
甲
在
馬
祖
。
乙
在
馬
祖
、
甲
在
南
岳
。
乙
在
南
岳
、
則
甲
在
曹
溪
。
推
而
上
之
、
甲
乙
乃
在
乎

菩
提
達/

摩
、西
天
四
七
。
則
而
所
謂
甲
乙
者
、果
安
在
哉
。
又
而
所
謂
十
方
者
、十
從
何
生
、方
從
何
起
。
世
間
之
法
、以
一
生
二
、一
二

為
三
、二
三
為
六
、三
三
為
九
、九
九
為
究
也
、
復
歸
為
一
。
一/

九
為
十
、十
義
乃
成
。
不
應
突
然
無
一
而
十
。
而
所
謂
方
者
、
上
為
方

邪
、
下
為
方
邪
、
東
為
方
邪
、
西
為
方
邪
、
南
為
方
邪
、
北
為
方
邪
。
以
上
為
方
、
則
諸
天
所
居
、
非
而
境
界
。
以
下
為/

方
、
方
則

風
輪
所
持
、
非
而
居
止
。
以
東
為
方
、
則
毘
提
訶
人
、
面
（
形
）
如
半
月
。
以
北
為
方
、
則
鬱
單
越
人
、
壽
命
久
長
。
以
西
為
方
、
則

瞿
耶
尼
洲
、
滄
波
浩
渺
、
以
南
為
方
、
則
閻
浮
提
州
、
象
馬/

殊
國
。
然
則
甲
乙
無
定
、
十
方
無
依
。
競
律
競
禪
、
奚
是
奚
非
。
律
之

徒
曰
、
世
尊
嘗
居
給
孤
獨
園
竹
林
精
舍
、
必
如
太
守
言
、
世
尊
非
邪
。
予
曰
、
汝
豈
不
聞
、
以
大
圓
鏡
為
我
伽
藍
、
身/

心
安
居
平
等

性
智
。
此
非
我
説
、
乃
是
佛
説
。
於
是
律
之
徒
、
黙
然
而
去
。
禪
者
曰
、
方
外
之
士
、
一
瓶
一
鉢
、
渉
世
無
求
、
如
鳥
飛
空
、
遇
枝
則
休
。

如
龜
游
海
、
値
木
則
浮
。
來
如
聚
梗
、
去/

如
滅
漚
。
不
識
使
君
将
甲
乙
之
乎
、
十
方
之
乎
。
予
曰
、
善
哉
、
佛
子
不
住
内
、
不
住
外
、

二
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不
住
中
間
、
不
住
四
維
上
下
虚
空
、
應
無
所
住
而
住
持
、
是
眞
十
方
住
持
矣
。
尚
何
言
哉
、
尚
何/

言
哉
。
崇
寧
元
年
正
月
上
元
日
記
。

　

住
持
傳
法
沙
門
報
恩
建　
　

宣
和
六
年
甲
辰
歳
五
月
初
五
日
癸
丑　

住
持
傳
法
沙
門
慧
照
大
師
慶
預
重
立
石/  

　
　
　
　

散
朝
大
夫
權
知
随
州
軍
事
管
句
學
事
兼
管
内
勧
農
事
借
金
魚
袋　

王
保/

　
　
　
　

慶
元
改
元
乙
夘
歳
十
月
初
五
日　

保
壽
靈
峯
禪
院
住
持
傳
法
沙
門　

祖
光
書/

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

功
徳
主
覃
道
鍾　

監
院
僧　

宗
邃
再
立
石

【
書
き
下
し
文
】
元
祐
二
（
一
〇
八
七
）
年
秋
九
月
、
寺
の
功
徳
主
覃
道
辰
が
あ
り
、
後
の
乾
道
元
（
一
一
六
五
）
年
、
覃
道
鍾
が
善

根
深
厚
た
り
、
四
殿
を
重
修
し
、
梵
刹
を
圓
成
す
。
凡
そ
唐
以
後
三
百
年
に
承
っ
て
、
□
□
□
楚
の
地
に
於
い
て
、
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
詔
が
有
り
、
随
州
大
洪
山
霊
峯
寺
は
律
を
革
め
て
禅
と
為
す
。
紹
聖
元
（
一
〇
九
四
）
年
、
外
台
は
始
め
て
請
う
し
て
洛
陽
少

林
寺
長
老
報
恩
を
移
し
て
住
持
せ
し
む
。
崇
寧
改
元
（
一
一
〇
二
）
年
正
月
、
使
い
来
た
り
て
「
十
方
禅
寺
記
」
を
求
む
。
廼
ち
書
い

て
曰
く
、
大
洪
山
は
随
の
西
南
に
在
り
、
百
余
里
に
盤
基
す
。
峯
頂
よ
り
俯
し
て
漢
東
の
諸
国
を
視
れ
ば
、
林
、
巒
、
丘
、
嶺
は
猶
平

川
の
ご
と
し
。耆
舊
の
聞
く
所
を
以
て
之
を
攷
え
れ
ば
、洪
は
或
い
は
胡
と
曰
い
、或
い
は
湖
と
曰
う
。未
だ
所
謂
を
詳
ら
か
に
せ
ず
。今
、

地
理
を
以
て
之
を
攷
う
れ
ば
、
四
山
の
間
は
、
昔
大
湖
と
為
り
、
神
龍
の
居
む
所
に
し
て
、
洪
波
が
洋
溢
し
て
、
涯

を
測
る
こ
と
莫

し
。
其
の
後
に
二
龍
が
闘
い
搦
え
、
層
崖
を
開
き
、
湖
水
は
南
へ
落
つ
。
故
に
今
、
山
を
負
う
の
郷
は
、
之
を
落
湖
邑
と
謂
う
。
此
れ

大
洪
の
名
を
得
し
所
以
な
り
。

　

唐
の
元
和
中
（
八
〇
六―

八
二
〇
）、
洪
州
の
開
元
寺
僧
善
信
は
、
即
ち
山
の
慈
忍
靈
濟
大
師
な
り
。
師
は
馬
祖
に
従
い
密
し
く
心

要
を
伝
え
て
、
北
方
の
五
台
山
に
遊
び
、
文
殊
師
利
を
礼
す
。
殊
勝
を
瞻
観
し
て
、
自
ら
菩
薩
に
縁
有
る
を
慶
び
、
衆
僧
の
為
に
炊
爨

を
執
る
こ
と
三
年
を
発
願
し
て
、
寺
僧
は
之
を
却
く
。
師
は
涕
を
流
し
て
嗟
戚
う
。
老
父
有
り
て
曰
く
、
子
が
縁
は
此
に
在
ら
ず
、
往

二
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け
、
行
け
。
随
に
逢
わ
ば
即
ち
止
ま
り
、
湖
に
遇
わ
ば
即
ち
住
せ
よ
。
師
は
即
ち
南
へ
邁
く
。
寶
暦
二
（
八
二
六
）
年
、
秋
七
月
を
以

て
、
随
州
に
抵
る
。
遠
く
高
峰
を
望
み
て
、
鄕
人
に
問
う
て
曰
く
、
何
と
い
う
山
な
る
や
。
鄕
人
曰
く
、
大
湖
山
な
り
。
師
は
前
語
に

黙
契
す
。
山
を
尋
ね
麓
を
転
じ
て
、
湖
の
側
に
至
る
に
、
歳
の
亢
旱
に
属
ぶ
。
鄕
民
の
張
武
陵
な
る
も
の
は
、
羊
豕
を
具
え
、
将
に
之

を
用
い
て
以
て
湖
龍
に
祈
ら
ん
と
す
。
師
は
見
て
之
を
悲
し
む
。
武
陵
に
謂
い
て
曰
く
：「
雨
と
暘
と
は
時
に
あ
ら
ず
、
本
よ
り
人
心

に
因
る
。
黒
業
の
感
ず
る
所
に
し
て
、命
を
害
し
命
を
済
う
。
重
ね
て
乃
の
罪
を
増
す
。
且
く
殺
す
こ
と
勿
る
べ
し
。
少
く
三
日
須
て
、

吾
れ
爾
が
為
に
祈
ら
ん
。
武
陵
も
亦
た
異
人
な
り
」。）
師
の
言
を
聞
き
て
、
之
を
敬
信
す
。
師
は
即
ち
榛
を
披
き
石
を
捫
り
、
山
北
の

巌
穴
を
得
て
、
泊
然
と
し
て
宴
坐
し
、
誠
を
運
び
て
冥
祷
す
る
に
、
雷
雨
、
大
い
に
作
る
、
霽
て
後
、
数
日
し
て
、
武
陵
は
迹
ね
て
之

を
求
む
。
師
は
方
に
定
に
在
り
、
蛛
の
絲
は
面
を
冪
い
、
耳
に
号
ん
で
体
に

し
、
久
し
く
し
て
乃
ち
覚
む
。
武
陵
は
即
ち
此
の
山
を

施
し
、
師
の
為
に
精
舎
を
興
建
し
。
二
子
を
以
て
左
右
に
給
侍
せ
し
む
。
学
徒
は
依
嚮
し
、
遂
に
法
席
と
成
る
。
大
和
元
（
八
二
七
）

年
五
月
二
九
日
、
師
は
密
か
に
龍
神
に
語
り
告
げ
て
曰
く
、
吾
れ
前
に
身
を
以
て
牲
に
代
り
、
汝
が
血
食
を
輟
め
し
む
。
今
、
身
を
捨

て
て
汝
に
償
わ
ん
。
汝
は
吾
が
肉
を
享
く
べ
し
。
即
ち
利
刀
を
引
き
て
、
右
膝
を
截
り
、
復
た
左
膝
を
截
る
。
門
人
は
奪
持
其
の
刃
を

奪
持
し
、
膝
の
克
く
断
た
ず
。
白
液
流
出
し
、
儼
然
と
し
て
入
滅
す
。
張
氏
の
二
子
は
、
立
觀
し
て
化
す
。
山
南
東
道
は
、
其
の
状
を

奏
上
す
。
文
宗
は
之
を
嘉
び
、
居
す
る
所
の
額
を
賜
い
て
幽
済
禅
院
と
為
す
。
後
晉
の
天
福
中
（
九
三
六―

九
四
四
）、
改
め
て
奇
峯

寺
と
為
す
。
本
朝
の
元
豊
元
（
一
〇
七
八
）
年
、
又
た
改
め
て
霊
峯
寺
と
為
す
。
皆
な
祷
祈
の
応
を
獲
る
を
以
て
な
り
。
師
の
滅
よ
り

今
に
至
る
ま
で
三
百
余
年
な
り
。
而
し
て
漢
廣
、
汝
墳
の
間
、
十
数
州
の
民
は
、
尊
厳
奉
事
す
る
こ
と
、
約
束
に
赴
く
が
如
く
、
金
帛
、

粒
米
は
、
道
に
相
い
尾
る
。
貲
強
く
法
弱
し
、
僧
範
乃
ち
革
ま
る
。
此
れ
よ
り
前
、
山
の
峯
高
峻
に
し
て
、
堂
殿
楼
閣
は
、
山
に
依
り

て
形
を
制
り
、
後
前
に
倫
な
く
、
向
背
に
序
靡
し
。
恩
老
は
此
に
至
り
、
熟
ら
つ
ら
形
勝
を
閲
し
、
途
を
南
入
に
闢
き
、
以
て
賓
主
を

正
す
。

を
崖
、
壘
な
れ
る
澗
は
、
嶬
を

り

を
補
い
、
嵯
峨
た
る
萬
仞
は
、
化
し
て
平
頂
と
為
す
。
三
門
、
堂
殿
は
、
翼
を
繩
直

二
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に
舒
べ
、
通
廊
、
大
廡
は
、
戸
を
四
達
に
疏
す
。
浄
侶
は
雲
集
し
、
藹
い
に
叢
林
と
為
す
。
峨
嵋
の
宝
燈
瑞
相
、
清
涼
の
金
橋
圓
光
は
、

他
方
の
詭
観
な
る
や
、異
境
に
同
じ
く
現
わ
る
な
り
。其
の
故
き
を
廃
し
て
新
し
き
を
興
す
に
方
り
て
、律
の
徒
は
土
を
懐
い
て
呶
呶
す
。

会
た
ま
予
は
謫
せ
ら
れ
て
郡
守
と
為
る
、
禅
と
律
と
合
わ
せ
て
之
を
計
り
て
曰
く
、
律
は
甲
乙
を
以
て
し
、
禅
は
十
方
を
以
て
す
。
而

る
に
所
謂
甲
乙
と
は
、
甲
は
何
よ
り
來
り
、
乙
は
何
よ
り
立
つ
る
や
。
而
も
必
ず
、「
我
れ
は
慈
忍
の
子
孫
な
り
」
と
曰
う
。
今
、
人

を
十
方
に
取
れ
ば
、
則
ち
慈
忍
の
後
は
絶
た
ん
。
且
つ
夫
れ
、
乙
が
子
孫
に
在
ら
ば
、
則
ち
甲
は
慈
忍
に
在
り
。
乙
が
慈
忍
に
在
ら
ば
、

甲
は
馬
祖
に
在
り
。
乙
が
馬
祖
に
在
ら
ば
、
甲
は
南
岳
に
在
り
。
乙
が
南
岳
に
在
ら
ば
、
則
ち
甲
は
曹
溪
に
在
り
。
推
し
て
之
を
上
せ

ば
、甲
乙
は
乃
ち
菩
提
達
摩
、西
天
四
七
に
在
り
。
則
ち
而
し
て
所
謂
甲
乙
と
は
、果
た
し
て
安
に
在
る
や
。
又
而
し
て
所
謂
十
方
と
は
、

十
は
何
よ
り
生
じ
、
方
は
何
よ
り
起
こ
る
や
。
世
間
の
法
は
、
一
を
以
て
二
を
生
じ
、
一
二
は
三
と
為
し
、
二
三
は
六
と
為
し
、
三
三

は
九
と
為
す
。
九
九
は
究
と
な
る
な
り
。
復
た
一
に
歸
す
る
為
し
。
一
九
は
十
と
為
し
、
十
義
乃
ち
成
る
。
突
然
に
一
無
く
し
て
十
有

る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
所
謂
方
と
は
、
上
を
方
と
為
す
や
、
下
を
方
と
為
す
や
、
東
を
方
と
為
す
や
、
西
を
方
と
為
す
や
、
南
を
方
と

為
す
や
、
北
を
方
と
為
す
や
。
上
を
以
て
方
と
為
さ
ば
、
則
ち
諸
天
の
居
す
る
所
に
し
て
、
境
界
に
非
ず
。
以
下
を
以
て
方
と
為
さ
ば
、

則
ち
風
輪
の
持
す
る
所
に
し
て
、
居
止
に
非
ず
。
東
を
以
て
方
と
為
さ
ば
、
則
ち
毘
提
訶
の
人
に
し
て
、
面
は
半
月
の
如
し
。
北
を
以

て
方
と
為
さ
ば
、
則
ち
鬱
単
越
の
人
に
し
て
、
寿
命
は
久
長
な
り
。
西
を
以
て
方
と
為
さ
ば
、
則
ち
瞿
耶
尼
洲
に
し
て
、
滄
波
は
浩
渺

な
り
、
南
を
以
て
方
と
為
さ
ば
、
則
ち
閻
浮
提
州
に
し
て
、
象
馬
は
国
と
殊
な
る
。
然
れ
ば
則
ち
甲
乙
は
定
め
無
く
、
十
方
は
依
る
無

し
。
律
を
競
い
禅
を
競
う
は
、
奚
か
是
か
、
奚
か
非
か
。
律
の
徒
が
曰
く
、
世
尊
は
嘗
て
給
孤
獨
園
の
竹
林
精
舍
に
居
ま
せ
り
、
必
ず

や
太
守
の
言
の
如
く
な
ら
ば
、
世
尊
は
非
な
る
や
。
予
曰
く
、「
汝
、
豈
に
聞
か
ず
や
、
大
圓
鏡
を
以
て
我
が
伽
藍
と
為
し
、
身
心
は

平
等
性
智
に
安
居
す
」
と
。
此
れ
は
我
が
説
に
非
ず
、
乃
ち
是
れ
佛
説
な
り
。
是
に
於
い
て
律
の
徒
は
、
黙
然
と
し
て
去
る
。
禅
者
曰

く
、
方
外
の
士
は
、
一
瓶
一
鉢
に
し
て
、
世
を
渉
る
に
求
む
る
こ
と
無
し
。
鳥
の
空
を
飛
ん
で
、
枝
に
遇
わ
ば
則
ち
休
む
が
如
く
、
亀

二
〇
五



の
海
に
游
ん
で
、
木
に
値
わ
ば
則
ち
浮
ぶ
が
如
し
。
来
る
も
梗
の
聚
ま
る
が
如
く
、
去
る
も
漚
の
滅
す
る
が
如
し
。
識
ら
ず
使
君
は
将

に
之
を
甲
乙
と
す
る
か
、
之
を
十
方
と
す
る
か
。
予
曰
く
、
善
き
か
な
、
佛
子
、
内
に
住
せ
ず
、
外
に
住
せ
ず
、
中
間
に
住
せ
ず
、
四

維
、
上
下
、
虚
空
に
住
せ
ず
、
応
に
住
す
る
所
無
く
し
て
住
持
す
べ
き
は
、
是
れ
眞
の
十
方
住
持
な
り
。
尚
何
を
か
言
わ
ん
や
、
尚
何

を
か
言
わ
ん
や
。
崇
寧
元
年
正
月
上
元
の
日
に
記
す
。

　

住
持
伝
法
沙
門
報
恩
、
建
つ
。

　

宣
和
六
年
甲
辰
の
歳
（
一
一
二
四
）
五
月
初
五
日
癸
丑
、
住
持
伝
法
沙
門
慧
照
大
師
慶
預
、
重
ね
て
立
石
す 

。
散
朝
大
夫
権
知
随

州
軍
事
管
句
学
事
兼
管
内
勧
農
事
借
金
魚
袋　

王
保

　

慶
元
改
元
乙
夘
の
歳
（
一
一
九
五
）
十
月
初
五
日
、
保
寿
霊
峯
禅
院
住
持
伝
法
沙
門
祖
光
、
書
す
。
功
徳
主
覃
道
鍾
、
監
院
僧
宗
邃
、

再
び
立
石
す
。

注（１ 

）
大
洪
山
は
、
北
宋
末
期
の
張
商
英
が
撰
し
た
『
大
宋
随
州
大
洪
山
霊
峯
禅
寺
記
』
等
の
記
事
に
よ
る
と
、
洪
州
（
今
江
西
省
南
昌
市
）
開
元
寺

馬
祖
道
一
の
法
嗣
慈
忍
霊
済
大
師
善
信
（
？―

八
二
七
）
が
、
唐
の
敬
宗
皇
帝
の
宝
暦
二
（
八
二
六
）
年
秋
七
月
に
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
善

信
は
そ
の
翌
年
の
唐
の
文
宗
の
大
和
元
（
八
二
七
）
年
五
月
二
九
日
に
入
滅
し
、
そ
の
後
、
文
宗
よ
り
幽
済
禅
院
の
額
を
賜
り
、
後
晋
の
天
福

年
間
（
九
三
六―

九
四
二
）、
奇
峯
寺
に
改
名
さ
れ
、
宋
の
元
豊
元
（
一
〇
七
八
）
年
に
は
、
更
に
霊
峯
寺
と
改
称
し
た
。（
詳
細
は
図
３
【
附

録
の
文
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。）

（
２ 

）
石
井
修
道
博
士
の
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
が
参
考
と
し
た
資
料
は
、清
代
張
仲

の
『
湖
北
金
石
録
』
巻
十
（『
石
刻
史
料
新
編
』
巻
十
六
、

台
湾
新
文
豊
）、
清
代
文
齢
等
修
訂
、
同
治
八
（
一
八
六
九
）
年
刊
の
『
随
州
志
』
巻
三
二
、（「
新
修
方
志
叢
刊
」
所
収
、
学
生
書
局
）、
清
代

張
仲

等
撰
の
『
湖
北
通
志
』
巻
一
〇
二
（
民
国
十
年
重
刊
本
）、
明
代
如

續
修
の
『
緇
門
警
訓
』
巻
十
（
大
正
藏
四
八
所
収
）、
明
代
明
河

撰
『
補
續
高
僧
傳
』
巻
九
報
恩
傳
（
続
藏
一
三
四
所
収
）
な
ど
で
あ
る
。

（
３ 

）
大
陽
警
玄
と
投
子
義
青
の
代
付
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
井
修
道
博
士
の
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
第
三
章　

北
宋
代
の
曹
洞
宗
の
展
開
、
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二
〇
九―

二
三
三
頁
が
詳
し
い
。

（
４ 

）
然
し
、
警
玄
の
法
嗣
に
つ
い
て
は
、『
天
聖
広
灯
録
』
巻
二
五
に
、

州
四
祖
山
慧
海
、
郢
州
興
陽
山
清
剖
、
復
州
乾
明
禅
院
機
聡
、
㐮
州
白

馬
山
帰
喜
、
衡
州
崇
勝
院
智
聡
、
南
嶽
福
厳
院
審
承
、
南
嶽
方
広
院
隆
、
広
州
羅
浮
山
顯
如
、

州
靈
泉
院
處
仁
な
ど
九
人
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

更
に
『
建
中
靖
国
続
燈
録
』
巻
二
六
に
は
、
上
述
し
た
九
人
以
外
に
、
舒
州
投
子
山
義
青
、
西
川
雲
頂
山
（
海
）
鵬
、
益
州
覚
城
道
齊
、
越
州

雲
門
運
、
天
台
太
平
恵
空
、
郢
州
大
陽
山
祈
、
㐮
州
洞
山
存
、
安
州
延
福
、
越
州
雲
門
宝
印
な
ど
九
人
の
名
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
嗣
法
の
弟
子

が
多
い
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
も
湖
北
か
ら
江
南
、
更
に
湖
南
、
広
東
、
四
川
ま
で
広
範
囲
に
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
真
（
頂
相
）、
直
綴
、
皮
履
な
ど
の
信
物
を
法
遠
に
託
し
、
後
継
者
を
探
す
必
要
は
な
い
は
ず
だ
が
、
一
方
で
は
、
警
玄
が
死
ぬ
直
前
に
法

遠
に
向
か
っ
て
、「
吾
は
老
い
た
り
、
洞
上
の
一
宗
、
遂
竟
に
人
無
か
ん
や
」
と
嘆
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
遠
は
、「
若
し
老
師
尊
年
、

人
の
継
嗣
無
く
ん
ば
、
即
ち
某
甲
、
当
に
此
の
衣
信
を
持
ち
、
専
ら
大
器
を
淘
択
し
、
以
て
劫
外
の
種
草
と
為
し
、
庶
く
は
正
宗
密
旨
の
流
化

し
て
絶
た
ざ
ら
し
む
べ
し
」
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
明
安
、
忻
然
と
し
て
之
を
許
し
て
曰
く
、「
它
時
、
人
を
得
ば
、
吾
が
偈
を
出
し
て

以
て
証
と
為
せ
」
と
、
偈
に
曰
く
、「
陽
広
山
頭
の
草
、
君
に

り
て
価

な
る
を
待
つ
。
異
苗
翻
茂
の
処
、
深
密
に
し
て
霊
根
を
固
く
す
」、
と
。

そ
の
末
、
又
、
批
し
て
云
く
、「
得
法
の
後
、
衆
に
潜
み
て
十
年
し
て
方
め
て
闡
揚
す
べ
し
」、
と
。
今
、
子
は
応
に
先
師
の
密
記
に
応
ず
べ
し
。

乃
ち
真
の
法
器
な
り
。
吾
、
今
、
大
陽
の
真
像
、
衣
信
、
讖
偈
を
以
て
、
汝
に
付
嘱
す
。
汝
、
当
に
大
陽
の
宗
風
を
継
ぐ
べ
し
、
吾
、
世
に
住

す
る
こ
と
久
し
か
ら
ず
。
宜
し
く
善
く
護
持
し
て
、
此
間
に
留
ま
る
こ
と
無
か
る
べ
し
」
遂
に
送
り
て
途
に
登
ら
し
む
。
と
そ
の
代
付
の
一
部

始
終
を
記
し
て
い
る
。（『
投
子
青
和
尚
語
録
』、
享
保
十
年
刊
本
巻
下―

二
九
丁
右
左
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
投
子
が
警
玄
の
法
を
代
付
に
よ
っ

て
嗣
ぐ
こ
と
に
な
り
、洞
上
の
法
統
を
立
て
直
し
て
、更
に
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。（【
原
漢
文
】若
老
師
尊
年
、無
人
継
嗣
、

即
某
甲
当
持
此
衣
信
、
專
淘
択
大
器
、
以
為
劫
外
種
草
、
庶
正
宗
密
旨
流
化
不
絶
。
明
安
忻
然
許
之
曰
：
它
時
得
人
出
吾
偈
以
為
證
。
偈
曰
：

陽
広
山
頭
草
、

君
待
価

。
異
苗
翻
茂
處
、
深
密
固
靈
根
。
其
末
又
批
云
：
得
法
後
潜
衆
十
年
、
方
可
闡
揚
。
今
子
應
先
師
密
記
、
乃
眞
法

器
也
。
吾
今
以
大
陽
眞
像
、
衣
信
、
讖
偈
付
嘱
於
汝
。
汝
当
続
大
陽
宗
風
。
吾
住
世
不
久
、
宜
善
護
持
無
留
此
間
。
遂
送
登
途
。）

（
５ 

）
佐
藤
秀
孝
の
〈
元
代
に
お
け
る
曹
洞
宗
宏
智
派
の
盛
衰―

―
東
陵
永
璵
の
洞
山
贊
を
め
ぐ
っ
て―

―

〉（《
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
》
第
八
号

三
一
頁
、
一
九
九
四
年
十
月
）
を
参
照
。
た
だ
、
代
付
と
い
う
の
は
、
禅
宗
史
上
に
お
い
て
、
極
め
て
異
例
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

道
元
が
師
資
相
承
に
関
し
て
は
、「
面
授
」
と
い
う
重
要
性
を
よ
く
強
調
し
て
い
る
。

（
６ 

）鹿
門
自
覚
は
、生
卒
年
が
不
明（
？―

一
一
一
七
？
）で
あ
り
、日
本
曹
洞
宗
で
は
、『
天
童
山
景
徳
寺
如
浄
禅
師
續
語
録
』に
お
い
て
か
つ
て
誤
っ

て
天
童
如
浄
の
法
嗣
と
し
た
が
、
現
在
で
は
、
一
般
に
芙
蓉
道
楷
の
法
嗣
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
元
豊
七
（
一
〇
八
四
、
投
子
没
後

一
年
目
）
年
に
『
投
子
青
和
尚
語
録
』
上
、
下
二
巻
を
編
纂
し
て
い
る
。
し
か
も
義
青
が
活
躍
し
た
舒
州
の
白
雲
山
海
会
禅
院
と
投
子
山
勝
因

二
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禅
院
の
語
録
も
記
し
て
お
り
、
法
孫
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
「
住
上
都
左
街
十
方
淨
因
禪
院
傳
法
比
丘
」
と
自
称
し

て
い
る
が
、
芙
蓉
道
楷
も
後
の
二
〇
年
後
の
崇
寧
三
（
一
一
〇
四
）
年
に
淨
因
寺
に
勅
住
し
て
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
年
代
等
か
ら
考
え
て
み

る
と
、
自
覚
を
道
楷
の
弟
子
と
す
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
無
理
が
あ
る
。
寧
ろ
道
楷
の
兄
弟
子
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う
。
よ
っ
て
、

私
見
で
は
自
覚
は
投
子
義
青
の
法
嗣
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
自
覚
は
塔
銘
、
行
状
等
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
事
跡
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
今
『
湖
北
金
石
志
』
巻
十
に
載
っ
て
い
る
の
は
「
鹿
門
燈
禅
師
塔
銘
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
道
楷
の
法
嗣
の
鹿
門

寺
に
住
し
た
法
燈
傳
照
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
い
は
「
鹿
門
法
燈
」
と
「
鹿
門
自
覚
」
と
の
混
同
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

鹿
門
自
覚
の
一
系
は
、
青
州
辨
、
大
明
宝
、
玉
山
体
、
雪
巌
満
を
経
て
、
そ
の
五
伝
に
万
松
行
秀
が
あ
る
。
行
秀
（
一
一
六
六―

一
二
四
六
）

の
下
に
は
少
林
寺
の
雪
庭
福
裕
が
い
て
、
そ
の
下
八
世
に
宗
鏡
宗
書
（
一
五
〇
〇―

一
五
六
七
）
が
、
宗
書
の
法
嗣
に
は
廩
山
常
忠
（
一
五
一
四

―

一
五
八
八
）
が
い
て
、
そ
し
て
そ
の
下
の
無
明
慧
経
（
曹
洞
宗
寿
昌
派
の
祖
）、
永
覚
元
賢
、
為
霖
道
霈
、
恒
涛
大
心
等
を
経
て
、
現
在
ま
で

中
国
曹
洞
宗
の
法
統
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。日
本
で
も
壽
昌
派
東
皐
禅
師
心
越
興
儔（
一
六
三
九―

一
六
九
六
、恒
涛
大
心
の
嗣
）が
渡
来
し
て
、

そ
の
一
派
は
徳
川
光
圀
の
護
持
を
得
て
、
水
戸
を
中
心
と
し
て
伝
播
し
て
い
た
。
こ
の
鹿
門
自
覚
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
今
後
の
研
究
に
譲
る
。

（
７ 

）
大
洪
山
の
世
代
は
、
①
報
恩
、
②
道
楷
、
③
守
恭
、
④
子
淳
、
⑤
善
知
、
⑥
慶
預
、
⑦
守
遂
で
あ
る
。

（
８ 

）
そ
の
時
、
大
陽
山
の
住
持
は
石
井
修
道
博
士
の
論
著
に
よ
る
と
、
お
そ
ら
く
報
恩
の
弟
子
慶
旦
で
あ
る
。
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図１　随州大洪恩禅師塔銘
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図２　宋大洪楷禅師塔銘

二
一
〇



図３　大洪山十方紀
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